
１７７ 

議 事 日 程  （第５号） 

 

平成28年３月４日（金）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．６番 佐原 佳美 

                   ２．７番 渡辺  貢 

                   ３．１番 福永 桂子 

                   ４．４番 高柳 達弥 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 



１７８ 

午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、受付順により、１番、佐原佳美さん、２番、

渡辺 貢君、３番、福永桂子さん、４番、高柳達弥

君と決定いたします。 

 初めに、６番 佐原佳美さんの発言を許します。

それでは６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、２題質問させていただきます。 

 １つ目は、介護予防・日常生活支援総合事業開始

に当たり地域包括ケアシステム構築の進捗状況は。

２つ目といたしまして、市長施政方針説明について

です。 

 では、１題目の介護予防・日常生活支援総合事業

開始に当たり地域包括ケアシステム構築の進捗状況

は、からお願いいたします。 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年に、医療と介

護の需要が急増する予測に対応するため、2014年平

成26年、医療・介護総合確保推進法が交付されまし

た。この推進法により、医療法、介護保険法などの

関連法を順次改正し、消費税を財源とした基金によ

る医療と介護の連携強化、効率的かつ効果的な医療

体制の構築、医療と介護の壁を取り去り、一人一人

の自立を支える多職種連携に住民も参加の地域包括

ケアシステムの構築など、将来の地域における医療

と介護の受け皿を確保する総合的な取り組みが始ま

っています。 

 その地域包括ケアシステムは、大きく４つの事業

を推進することで構築しようと厚労省より示されて

います。 

 １つ目は、当市が県下で先行実施する８市の中に

入り平成28年４月よりスタートする、介護予防・日

常生活支援総合事業です。これは介護保険要支援判

定者の通所介護、いわゆるデイサービスですね、そ

れと訪問介護事業、ホームヘルパーさんが派遣され

て家庭でお世話するということと、要介護・要支援

状態になりやすい二次予防事業対象者と言われる、

一般的に虚弱老人といわれる高齢者の通所訪問型サ

ービスと、一般高齢者、一次予防対象者と事業対象

者と言われますが、この全ての要介護認定を受けて

いない高齢者の健康体操教室などの事業も含めての

新しい介護予防事業の名称です。 

 内容は、通所・訪問介護ともに、これまでの介護

保険制度の事業所で従前相当のサービスを受けるも

のと、Ａ型という介護資格を持たない方の支援でも

よしと規制緩和して行う訪問介護・通所介護。でも

そのＡ型では身体看護はできないことになってます、

専門職でないので。そしてＢ型という地域で実施す

るボランティアが行うものが示されています。 

 そして２つ目として、４つの大きな地域包括ケア

システムのくくりの中の２つ目として、２月29日の

質疑で説明されていた８つの内容を持つ在宅医療・

介護連携推進事業、３つ目は生活支援コーディネー

ターの配置や協議体の設置を進める生活支援体制整

備事業、４つ目は認知症初期集中支援推進事業等の

認知症施策推進事業です。 

 １つ目の介護予防・日常生活支援総合事業は、平

成29年４月までにスタートしなくてはならず、他の

３事業も準備を進めて、平成30年４月には実施予定

ですが、他市より早く動き出した、要支援判定者か

ら一般高齢者が対象の介護予防・日常生活支援総合

事業、以下総合事業といいますが、から地域包括ケ

アシステムの進捗状況を伺います。 

 質問の目的は、市の地域包括ケアシステムが住民

の地域支え合い活動と、医療・介護・リハビリ等の

専門職、ボランティア団体・ＮＰＯ、また民間サー

ビス事業者等を巻き込み、育成しながら、住民が安

心して住み続けたい地域づくりとして構築できるよ

う、市がリーダーシップを発揮してほしいためです。 

 では質問の１点目です。介護保険要支援判定者の

介護予防サービスが、るる説明してまいりました総
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合事業へこの４月より移行開始予定ですが、湖西市

のスケジュールに合った意向調査の結果は、また委

託契約事業所は、利用者の負担金額は、利用者市民

への周知は、移行事務の経過や状況はいかがか、お

伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。健康福祉

部長。 

  〔健康福祉部長 高柳益彦登壇〕 

○健康福祉部長（高柳益彦） 佐原議員にお答えい

たします。 

 まず、現行と同様の介護予防給付相当の訪問介護

サービスと通所介護サービス、そして新たなものと

して基準緩和型サービスの訪問型サービスＡと通所

型サービスＡを開始させていただきます。 

 給付相当サービスは、現行の介護予防サービス事

業者が事業を担います。基準緩和型サービスは、12

月に実施事業者の公募を終了いたしまして、応募事

業者の指定申請事務を行っているところでございま

す。 

 利用者負担につきましては、給付サービスと同様

で１割負担もしくは２割負担となります。 

 市民周知につきましては、現在、要支援認定を受

けているサービス利用者については、介護認定更新

申請の段階で担当ケアマネジャーより説明を行いま

す。一般市民向けにつきましては、市ウエブサイト

や市役所だより等で周知をしてまいりたいと思って

ます。以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 私が部長さんから湖西市の地

域包括ケアシステムを構築するタイムスケジュール

の一覧表を以前にいただいてありまして、その中に

意向調査がありまして、ちょっと一つずつ、今早口

でもいらしたのでお伺いいたしますが、意向調査は

事業所への意向調査と、住民、高齢者等への意向調

査と両方したのですか。それぞれの内容を教えてく

ださい。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 意向調査につきまし

ては、事業所のみでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 調査の結果を教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 調査の結果でござい

ますが、全国統一の介護予防給付につきましては、

先ほど申し上げましたように給付相当サービスとし

てそのまま移行しますので、訪問介護につきまして

は今あります４事業所、通所介護は21事業所ござい

ます。新たに導入する訪問型サービスＡの応募の中

では、４事業所のうち２事業所、通所型サービスに

つきましては、21事業所のうち８事業所となってお

ります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） では、その事業所への意向調

査というのは、今デイサービスをやっている、デイ

ケアという通所リハビリの施設は抜かして、通所介

護と言われる、デイサービスと言われるところが21

事業所、市内にあって、そのうちの８施設が総合事

業に手を挙げてくれたということですか。 

 それと、先ほどまとめておっしゃっていただいた

中には、12月に公募を締め切り、指定申請の途中で

あるということなのでその数はまだ言えないという

ことなのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） まず、総合事業自体

は、新たな先ほど言いましたサービスＡという形だ

けでなく、従前の全国統一の介護予防給付とありま

した給付も総合事業に移行しておりますので、その

事業所についてはみなしで全て同じ条件で地域支援

事業のほうに移行させていただきますので、それも

総合事業ということになるというふうに判断をして

いただけば結構ですので、訪問介護については２つ

の事業のサービス、通所介護についても２つの事業

のサービスがあるというような判断をしていただき

たいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 従来型の今まで要支援１、２

の人たちが通ってるところは、そのまま総合事業の

みなし指定事業所ということで申請手続はしなくて

も、料金というか介護保険の給付ではなくて、市か

らの給付と利用者自己負担分があると思うんですけ
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ども、それでやっていくと。 

 それとＡ型という規制緩和、有資格者でなくても

訪問して、身体介護でない、おむつ交換とかお風呂

に入れるということでない、お掃除をしたり食事を

つくったり布団を干したりということはできたり、

また通ってくるところでも有資格者がいなくても、

みんなで折り紙折ったり、歌を歌ったり、体操した

りというような、そういう規制緩和型のＡ型という

のができるということですけど、そのＡ型が８施設

で、通所介護ではね、というのは、その８施設とい

うのは、21のみなし指定の従来型の、今までの介護

保険制度での要支援１、２の人たちを受けていたと

ころとは別のところがやるのか、あるいは同じ事業

所が時間を変えたり場所を変えたりかして、やるん

ですか、Ａ型は。Ａ型のデイサービスは。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） Ａ型のサービスは、

同じ事業所がやるということになります。その中で

もう少しわかりやすく説明いたしますと、先ほどか

ら言ってるような従前の型と新しいサービスのＡと

の違いが、今佐原議員からは簡単にお話がございま

したが、ほかに何が違うかというのをもう少し説明

させていただきたいと思います。 

 訪問看護につきましては、さっき佐原議員が言わ

れたように、身体介護がないのが新しい訪問型のサ

ービスＡになります。それでほかに何が違うかとい

うと、費用、負担額のほうが変わってきます。これ

までは従来型の形は月単位で支払ってましたので、

１回行く方でも４回の方でも同じという金額だった

のですが、今回のサービスＡにつきましては、１回

当たりの金額で支払うような形になりますので、な

おかつ従来型の金額の80％の金額をベースに行って

おりますので、金額的には利用回数の少ない方につ

きましては、かなり費用負担が少なくなってくるん

ではないかと思っております。 

 あと通所型のほうの違いにつきましては、サービ

ス内容が機能訓練がなくなるというような形になり

ますので、そのサービス分が減るということで同じ

ように月単位から１回当たりの回数の支払いになっ

てきますので、そちらの方でも同じように利用回数

の少ない方の負担が軽減されるというふうに解釈し

ていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） では、本当にＡ型というその

規制緩和の新しい、有資格者ばかりでなくてもいい

よというデイサービスやホームヘルプサービスが開

始になるわけですけれども、ちょっともう一度、わ

かんないんですけど、そのＡ型８事業所というのは、

現在行っている21施設の中の一部ということですか。

新たに簡易なサービスだけをやる事業所が出たとい

うことですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 21事業所のうちです。

中ということでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ちょっとしつこくて済みませ

んが、その従前型の要支援１、２の人たちも、お金

の出どころが違うけれども、総合事業として要支援

１、２の人たちは今までどおり、アという所に行っ

ていたら、アのまま行けれるんだけれども、料金は

８掛けぐらいに安くなるということですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） その辺が８掛けとい

うよりも、従来型ですと月単位で支払っていますの

で、例えば通所の介護のほうでいいますと、月単位

で要支援１の方ですと、実際には１万6,470円とい

う金額がかかっていて、そのうちの１割が自己負担

になってます。この場合は、大体平均すると週１回

ということで月４回がその算出の根拠みたいな形に

なります。今回の改正のほうのサービスＡになりま

すと、その１万6,470円の80％の金額を４回で割っ

た金額が１回当たりの金額になりますので、人によ

っては５分の１、１回しか行かない方は今までの支

払いの５分の１で済むというような判断だと思いま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。利用料につい

ても大体わかりました。委託事業所もそのまま利用

者さんたちが、制度が変わるから別の所へ行かなく

てはいけないというそういう不安もないということ
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もわかりました。 

 それと、利用者さんや一般市民への、まだこれか

ら要介護状態となっていく方たちへのそういう周知

というのは、今現在、介護サービスを受けている方

は担当ケアマネジャーからとか、一般の方はウエブ

サイトでとか、今後広報こさい等にも載せていただ

けると思いますけれども、しっかりやっていただき

たいと思います。 

 老人クラブへの出前講座というか、お知らせとか、

そんなような計画はどうでしょうか。この新しい制

度に切りかわるってなかなかちょっとわかりにくい

かと思うんですけど。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 老人クラブという対

象よりも、市民全体に、今言われたように出前講座

がございますので、それを積極的に実施してまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 総合事業は私も今さきに言い

ましたように、一次予防事業対象の健康体操だけ、

元気で自分で遠くまで歩いて行ったりとか公共交通

機関に乗っていって自分の健康維持をするよという

人も含まれているわけですから、年齢、利用できる

年齢、介護保険は40歳から第２号被保険者で65歳か

ら１号ということで対象ですけれども、その一般高

齢者ということなんで、65歳以上の人が対象なんで

すかね。ですから今は介護認定を受けて要支援１、

２の人たちが今までは予防給付を受けていたわけで

すけども、この総合事業になると、介護認定を受け

なくても自分で行きたいと言えば行けるという理解

でよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） このサービスは、ま

だ今後、今サービスＡといいましたけど、結局Ａが

あるということはＢもＣもＤもあるという考え方に

なってきますので、現在のこの今回つくったサービ

スは、あくまでも要支援１、２の方のための制度で

ございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。まだまだ国の

ほうもいろんな市町の症例が上がってきたことで、

内容も変更していくと思われますし、ではちょっと

引き続きになりますけれども、Ｂをやる、Ｂという

のはそれぞれの地域性ですので、またＢ型について

は、今のところ出てるのはＢぐらいまでですけども、

ちょっとそれは後でお聞きします。 

 では、移行事務というのは、順調に進んでいると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 湖西市の場合、今こ

こに新しい制度で話をしておりますが、既にこれに

似通ったＢ、Ｃ、Ｄになります例えばはつらつデイ

サービスとか、いきいきサロン、そういうものも全

てこのほかのＢ、Ｃ、Ｄの中に入ってくるかと思い

ますので、この辺の整理をもう少しわかりやすく今

後していきたいなと考えておるところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。次

へ行きます。 

 総合事業の中核は自立を助ける新しい住民の支え

合いの仕組みづくりで、10年ぐらいかかると言われ

ています。 

 まず地域の弱点をはっきりさせ、情報の共有、連

携強化の場としてのネットワーク構築、協議体を早

期に設置することが最優先と厚労省の調査事業を実

施したコンサル会社は述べています。 

 そこで４つの事業の３つ目になりますが、地域包

括ケアシステムにおいて、市全体を第１層協議体、

中学校区や地域包括支援センターなどの地域を第２

層協議体、市も超える場合もある利用者とサービス

提供者をマッチングする支援機能を第３層として、

生活支援体制整備を図ろうとしていますが、そこで

中心となる生活支援コーディネーター、地域支え合

い推進員の人選や配置人数、活動範囲の検討はどこ

までできているのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 生活支援コーディネ

ーターには、地域の高齢者支援ニーズを踏まえたサ

ービス提供体制の構築に向けたコーディネート機能
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を果たすことが求められています。 

 コーディネーターの人選につきましては、適任者

と考えられる個人を選出する方法や、組織・団体へ

依頼する方法等がありますが、現在は社会福祉協議

会の職員に研修を受講していただいております。 

 第１層、第２層、どちらに配置するかなどは今の

ところ未定ではございますが、日常生活圏域を範囲

とする第２層、これは包括支援センター単位という

意味でございますが、協議体の前身となる研究会を、

そういう意味で各圏域で立ち上げ、地域における人

選等についても考えていく予定で、最終的には１協

議体に１名のコーディネーターという形で配置を考

えているところでございます。以上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。１層、２層、

１層というのは市全体というのは、これは全国共通

の考え方だと思いますし、１層がなくても２層から

やっていくという省令も先進市はあるというようで

すが、２層というのは自分の一番身近な地域という

ことで、一応湖西市は地域包括センターが４カ所あ

るもんだから、その４カ所が所管するエリアを２層

と捉えてやっていく。そしてその一つ一つの協議体

の中に、１人の生活支援コーディネーターを配置し

て、今、社協の職員を研修中であるということです

が、はい、わかりました。 

 では３番目の、市全体を協議体とする第１層のト

ップとなる生活支援コーディネーターの人選はどの

ような基準で依頼するのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 第１層のコーディネ

ーターについては、市全体を捉えたコーディネート

機能が求められることから、地域の多様なサービス

提供主体と連絡調整ができ、かつ市民活動への理解

がある人物を市が依頼し配置できるよう考えてまい

りたいと思います。以上で答弁とさせていただきま

す。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） これは本当に研修を受けた中

でも、市全体をコーディネートする人は、行政マン

がそのまま移行するとか、社協の偉い人が行くとか

ということではなくて、本当に民間や地域の中から

選出することが望まれると。 

 具体的には、男性であっても自分で御飯の用意ぐ

らいできる人が望ましいというような具体的な話も

研修会の中ではありました。そういうような人柄、

やはり人からも信頼される、名実ともに備わった方

でないと、いろいろな関係機関の連携、連絡調整は

できないということからだと思いますが、よろしく

お願いします。 

 第１層から３層の話はわかりましたが、通告して

ありますので、第１層から３層の協議体の設置はど

のような体制にするのか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 先ほどから説明して

ますが、第１層を市全域、第２層を地域包括支援セ

ンターの圏域である４圏域とし、現在のところ第３

層の設置につきましては考えておりません。 

 構成は、第１層、第２層とも、行政、生活支援コ

ーディネーターのほか、社会福祉法人やＮＰＯ法人、

あと地縁組織、民間企業、ボランティア団体等が考

えられますが、まずは最低限必要な参画者で研究会

を立ち上げ、徐々に参画者をふやしていく方法をと

っていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） まず、地縁というと自治会等

が入るかと思いますが、その参画して協議していく

人たちを28年４月からもうそういう動きを始めると

いうことでよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） この生活支援コーデ

ィネーターの配置につきましては、既に社会福祉協

議会、県の主催する研修に市の職員も含めて出席し

ておりますので、そういう検討を既にしているとい

うことです。 

 あとはやはり最終的な人選につきましては、なか

なか難しいとこがありますので、その決断がどこか

で必要になるかと考えております。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 今、協議体の設置の中に、そ
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のいろいろなＮＰＯとか行政とか地域支援コーディ

ネーターとか、地縁団体とかとおっしゃいまして、

参画者をふやしていくとおっしゃいましたので、そ

の参画者をそういう前身となる研究会を設立すると

いうお話も先ほどありましたけれども、そういうも

のを開催して、この４月から参画者をふやしていく

ような会合等を持っていくということですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 研究会自体は、社会

福祉協議会と市の２つの組織で研究会という形でも

う立ち上げております。今後、先ほど申し上げたよ

うな形の人たちを入れていく中で、そういうコーデ

ィネーターを誰にするかという人選等も検討すると

いうことでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 本当に研修のところでなんか

は、一般市民からも意見を聞きなさいというような

のがありますので、本当にどこまでを密室というの

かわかりませんけれども、市全体に本当にこういう

事業に今移行していくんですよと、自分たちの住ん

でいる身近なエリアで立ち上げていくので協力者を

募りますというようなことも、そういう動きもして

いただきたいなと思います。いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 今、佐原議員がおっ

しゃいましたような形で、やはりいろんな方にお話

を聞いた中で、どんな人がいるかということも把握

して、意見を十分に反映できるような形の体制をと

っていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございます。 

 では５番目の、地域包括ケアシステムの構築に先

駆けて昨年平成27年４月から、医療・介護総合確保

推進法の中で特別養護老人ホームの入所者を原則要

介護３以上としたり、昨年平成27年８月からは一定

以上の所得のある利用者の介護保険料の自己負担分

を２割にしたり、入所ショートステイ利用者の食

費・居住費の減免が、収入を細分化して条件をつけ

たということで受けにくくなったりしていますが、

御利用者や御家族は、既に移行済みのことではあり

ますが、御理解いただき問題なく現在も推移してい

るのでしょうか。減免がとりにくくなったり、料金

がふえたり、入所がしにくくなったりということで

す。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） ４月から特別養護老

人ホームの入所基準は、原則要介護３以上となりま

したが、要介護１や要介護２の方についても一定の

要件を満たしており特養入所がやむを得ない状況で

あると施設が判断した場合については、市の意見も

参考にした上で特例で入所させることができる特例

入所制度が設けられております。 

 また８月からの制度改正については、２割負担と

なった世帯や減免措置の対象から外れた世帯などか

ら、改正後数カ月は長寿介護課の窓口や電話にて問

い合わせが寄せられましたが、大きな混乱はなく、

現在においては落ちついた状況となっております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございます。丁寧

な御理解いただける説明をして、今後もよろしくお

願いします。 

 では６番目です。平成28年１月８日を期限として、

地域密着型小規模特養を１カ所29人以下定員で募集

しておりましたが、要件を満たす応募はありました

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 市内の１社会福祉法

人から応募があり、今現在、長寿介護課において募

集要項に適合しているか書類審査を行い、一次審査

を終了しています。 

 今後は社会福祉法人設立及び社会福祉施設整備審

査会において、書類の審査、ヒアリング等の二次審

査を行い、今月中には結果を出してまいりたいと思

います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 私は毎年12月に、ここ２年、

地域包括ケアシステムの構築しなければならないと

いうプログラムが発表されてから一般質問をしてる

んですが、その中で今後特養のふやす予定はと言っ
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たときに、状況を見て入所待機者が多ければ考える

が当面は考えていないというのが一昨年の12月だっ

たかと思うんですけれども、その後もちろん高齢化

は進んでいるので、ニーズがあるということだと思

いますが、判断、建設をしようとした判断はどうい

うことですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） これは、この計画は

湖西高齢者プランの中に位置づけて、３年ごとに作

成することになっておりまして、この決定は、昨年

度、高齢者プランを策定した中で決定してきたもの

です。 

 今回、募集が今の時期というのは、そのときに29

年度に整備をするという計画を立てましたものを今

公募させていただいてる。かなり通常よりも早く公

募させていただきましたので、ちょっとこの辺がど

うなってるのかと疑問に思われるかわかりませんけ

ど、計画どおりの募集という形になります。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。わ

かりました。 

 では７番目の、地域包括ケアシステム構築には縦

割り行政を排してあらゆる課や団体との連携が必要

となり、職員に包括する、まとめる能力が必要とな

ります。介護保険制度スタート時よりも大変な、一

般住民をボランティアとして巻き込む作業にて、リ

ーダーシップが必要とされる事業です。 

 地方創生の総合戦略と同等の気合いを入れた職員

配置、体制整備をするべきだと思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 議員御指摘のように、この福

祉の部門は、毎年毎年、制度が変わるという問題が

ありまして、勉強意欲のある人間で、この分野に関

心のある人間でないと、うまくいかないというふう

に私も考えておりまして、そのような人材を配置し

ているつもりでございます。 

 議員から見ると、まだまだ力量不足だというとこ

ろがあるかもしれませんが、今ある市の陣容の中で

は、そのような分野に適した人間を配置しているつ

もりでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 別に今配置されている人がど

うだということを決して言ってるわけではなくて、

総合戦略をつくるときには各課から、各部長さんた

ちがメンバーになったりというところで、短期決戦

というか、この３月までにつくらなければいけない

総合戦略であったということもあり、強力な布陣で

事業に取り組んでいただいたんですけれども、本当

に今最初のほうのいろいろな制度の変化を聞いてい

ただいても、容易に理解できないようなふうに、本

当に３年前にこのプログラムが国から出されて、要

は少子高齢化というところ、そこから地域包括ケア

ができ、そして地方創生、そして１億総活躍とつな

がっていくわけですけれども、しかしその辺の、次

の市長施政方針のほうとダブってきますので、ここ

は簡単にしておきますが、本当に大事な事業だとい

うことを、市長さんも今、わかっていますよという

お話でしたので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと私の意見として、現在既に介護職の不足が深

刻です。介護施設で働く人とか、自宅での介護もそ

うですけど、今後ますます不足する介護人材対策と

して、有資格者は要介護状態の中・重度者の身体介

護等に集中して、軽度な要支援者には、地域のあら

ゆる方々、商店、企業、ボランティア、自治会等で

の支え合い、お互いさまで、元気な高齢者が家事援

助に訪問したり、訪問Ｂ型ということですね、高齢

者が高齢者のお宅に行って、やる。現在新所でやっ

てるひだまりサークルも、新聞の取材に来た記者が、

どの人がボランティアでどの人が利用に来てる人か

わかりませんねというのが現実ですが、そのように

元気な高齢者を活用していくという、そういうとこ

ろで地域の居場所等で通所介護Ｂ型ができる地域づ

くりが望まれています。 

 地域を掘り起こして、ばらばらでも弱いものでも

巻き込んで束ねれば強いものになる、をするリーダ

ーが地域包括ケアには必要だということで、昨年12

月定例会の一般質問で、私は市職員の地区担当制、

地域づくり支援員を提案しましたが、現役職員と地
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元に退職しておられる市職のＯＢ、ＯＧを、社協担

当者とともに第２層協議体の黒子として配置して、

地域包括ケアシステム構築に加速度をつけてほしい

です。 

 現状の各自治会や幾つかの自治会を包含した協議

体で地域包括ケアシステムの構築は、現実味があり

ません。ぜひ具体的な一歩を踏み出す手だてをお願

いしたいと思います。 

 ７番の最初のところの職員の体制整備を言いまし

たが、現職員だけでなく、再任用なり、あるいは本

当に全くのボランティアでも、地域にいる、行政と

連絡がとりやすいような人材というのが、市職ＯＢ

には多いと思いますので、ＯＢ、ＯＧに。その方た

ちをぜひ第２層の協議体のところに張りつけて支援

してもらえるような、地域包括ケアシステム構築だ

けでなく、全ての地方創生についての必要なことだ

と思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 地区担当制の提案いただいた

という点は記憶にもございまして、検討を今してい

る最中でありますが、かなりの難しさがあるなと。

それからＯＢ、ＯＧの配置という点についても、退

職をしておる人のボランティアという点で、そう簡

単にいくかどうかわからないなという点で、まだ検

討の段階でございます。御指摘はわかりますが、ち

ょっとまだ具体的に前に踏み込んでおりません。以

上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） もちろん、私も自治会のほう

で顧問をさせていただいてて、その中に、やっと退

職して楽をできると思ったら自治会をしなきゃいけ

ないということで、こんなに苦労するはずではなか

ったとか言っている役員さんもいらして、それは事

実です。そういう方もいらっしゃるし、やはり人か

らありがとうと言われて期待されて、またきょうも

朝から頑張って家を出ようというものを、やや失っ

た生活を送られることにちょっとなれるのに大変だ

なと思われてる方もいらっしゃるようですし、先日

の賀詞交歓会の際に、まだ退職には少しある方なん

かに、12月に言ったああいう制度はどうでしょうね

と言ったら、自分はボランティアでも地元に退職し

て帰ったら働きたいと思ってますと言ってくれた職

員もおられました。そういう方も中にはいらっしゃ

いますので御承知おきください。では、この１番は

終わります。 

○議長（二橋益良） それでは主題の２のほうに移

ってください。 

○６番（佐原佳美） 主題２の市長施政方針説明に

ついてです。 

 いただきました、市長さんが読み上げられました

この施政方針説明書ですが、ちょっとこの内容に疑

問があるためお伺いいたします。 

 今、ずっと私がしゃべってまいりました地域包括

ケアシステムの早期構築をという言葉が、含まれて

いないということでお伺いいたします。 

 この平成28年度の当初予算案の中には、しっかり

と先ほど説明した４つの事業を進めると地域包括が

進むよというのが載っていたりしています。ですが、

市長さんのその施政方針の中には、何回読み直して

も地域包括ケアシステムという言葉、構築するとい

う言葉が出てきません。 

 何回も言ってますが、すごく大変な事業です。そ

こら辺でちょっと市長さんがこの高齢者施策や地域

包括ケアシステムについてどういうお気持ちでいら

っしゃるのか、心の置きどころがはかり知れないの

でお伺いします。 

 そしてこの当初予算案の概要の中の基本方針の中

も、市民が将来に向かって夢と希望を持てる社会の

実現のために安全・安心と少子化対策、子育てに着

目した予算編成と２行にわたって基本方針があるだ

けで、高齢者については触れてないんです。 

 もちろん、予算は入ってますのは十分承知してお

りますが、新年度予算案の中にあるのは承知してお

りますが、自分がしゃべる原稿を自分が、スタッフ

が用意されたとしても、市長さんは見られるわけで

すよね。その中にちょっとこれがないんじゃないか

みたいなことはお感じになりませんでしたか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 施政方針の中で、この地域包

括ケアシステムについて触れないことに対して、佐
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原議員をがっかりさせてしまったことについて、お

わび申し上げます。決して軽視したわけではありま

せんが、地域包括ケアシステムは高齢化が進む我が

国において、議員がおっしゃるように地方創生、一

億総活躍社会と連動している重要な政策であります。 

 敬老会のいつも９月に行われる集会の席でも、こ

のすばらしい日本をつくっていただいた先輩方とし

て尊敬しておりますと、いつも私も申し上げており

ます。 

 議員がおっしゃられた事業のうち、介護予防・日

常生活支援総合事業は28年度に開始いたしますが、

他の３事業については関係機関との調整や研究会の

立ち上げなど、まだ準備中でありますことから、今

回の施政方針では取り上げなかったものでございま

す。軽視しているわけではないということを申し上

げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 前段のところでは、市長さん、

うっかりだったのかなというところを思えたりした

んですけれども、今の４事業あるうちの３つがまだ

だから自分の施政方針に入れなかったというのは、

大変な認識違いだと思います。 

 この一番最初の介護予防・日常生活支援の総合事

業を、私一番最初にも言いましたが、取りかかって

いるのは８市、この４月から取りかかろうとしてい

るのは、湖西市を入れて８市です、35市町の中で。

そして一番早いところは、昨年の平成27年４月から

伊豆市と森町が始めていて、伊豆の国市が２番目で

ことしの１月、あとは湖西、松崎、富士市、ごめん

なさい、それと島田市も、島田市と伊豆市と森町が

去年の４月からで、ことしの１月から伊豆の国市が

始まって、富士市と湖西市と松崎町と川根本町です

か、それが４月から始まるというね、やはりすごく

先進的に取り組んでいることなんですね。 

 これは本当に、本来ならば市長さんがリーダーシ

ップをとって、私が県下に先駆けて始めましたと言

わなきゃいけないところだと思うんですね。それが、

まだあとの３つの事業がって、あとの３つの事業な

んて誰もやってませんよとちょっと言ってしまって

いいかどうかわかりませんが、まだ本当にそういう

状況の中で一生懸命担当部署が取り組んでいること

を、やはり市長さんは、これ、誇らしく言ってもい

いところだと思うんですね。やはりその認識が、た

だ誇らしいと言っても整備がすごい大変なんで、裏

返すとそこへの思い入れがないというふうに見られ

てしまいます。地域包括ケアシステムの構築に心が

いってないというふうに見えちゃうんですが、いか

がですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 弁解できないことかもしれま

せん。もっとスピードを上げて準備をしなければな

らなかったという御指摘かと思いますので、これか

らしっかり、多少おくれたかもしれませんが、追い

ついていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 残り時間が少なくなりました

ので、要点をまとめてお願いします。佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ちょっと市長さん、誤解され

てるようなので。私は、今言ったように35市町の中

で湖西市を入れて８市だけが、先行して介護予防・

日常生活総合事業を始めるんですね、この４月から。

それはおくれてるんではないんです。またちょっと

部長さんとよくお話をしていただきまして、ちょっ

と施政方針にない以上にもっと市長さんの様子がわ

かってしまったのが本当に悲しい状況になりました

が。ということで、ますますの市長さんの高齢者へ

の施策の力の入れようをお願いして終わりにいたし

ます。よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は11

時５分といたします。 

午前10時51分 休憩 

───────────────── 

午前11時04分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 次に、７番 渡辺 貢君の発言を許します。それ

では７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 
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○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

通告に従い、質問をさせていただきます。 

 先日、湖西高校の卒業式に出席をさせていただき

ました。校長先生は式辞の中で、社会に役立つ一員

になること、そして18歳投票権を得られたことにつ

いて、ぜひ投票に行ってほしい旨のお話をされまし

た。 

 市長の祝辞もこれに合わせ、同様なお話をしてく

ださいました。指導的な立場の方が機会を捉え、政

治への参加の呼びかけをしていただいた様子を、あ

りがたく聞かせていただきました。若い人たちには、

もっともっと政治に関心を持っていただけるよう、

働きかけが必要だと思っております。 

 さて、選挙管理委員会には私ども市議会議員もお

世話になっている立場であり、常々御苦労されてお

られる委員長さんに御答弁を求めるのは大変恐縮で

はありますけれども、本日は18歳以上選挙権拡大へ

の対応と投票率の向上に向けた取り組みについてと

いうテーマで何点か質問をさせていただきます。 

 昨年６月、公職選挙法が改正され、選挙権年齢が

18歳以上に引き下げられました。その一方、投票率

の低下傾向にある中で、特に20代の投票率はこれま

での選挙でも全体に比べかなり低く、対応策が課題

となっております。 

 総務省のデータによりますと、国政選挙の年代別

投票率は平成26年12月の衆議院総選挙では全体平均

が52.7％に対し、20から24歳までの投票率は29.7％、

30％を切っているんですね。それから25から29歳が

35.3％、まだ約３分の１です。平成25年７月の参議

院議員通常選挙では全体平均が52.6％に対して、20

歳代は33.4％、これも３分の１でございます。いず

れの選挙でも他の年代に比べて相当低い水準にとど

まっております。 

 そして、湖西市の市議選の投票率の推移を見てみ

ますと、平成19年が74.7％、23年が69.2％、昨年は

61.7％でございました。８年で13％も減少をしてお

ります。国政選挙も同様に、年を経るに従って大幅

な低下となっております。深刻な状態といっても過

言ではないと思います。どうすれば投票率が上げら

れるか、難しい課題ではあります。 

 ある人は、有権者が投票に行くかどうかの主要な

要因は４つあるというふうに言っておられます。１

つ目は選挙が競っているかどうか。候補者や政党の

力が伯仲し、自分の投票に重みがあると感じる。そ

ういう必要があると。２つ目は政策の違いが明確で

あるということ。有権者もその違いを認識しやすく

なります。３つ目は投票コスト。つまり投票所に行

くまでの負担、投票所の利便性の問題だそうであり

ます。この部分は期日前投票制度により、かなり改

善が図られていると思います。４つ目は、そもそも

投票に行くことが長期的には民主主義の向上、私た

ちの生活に利益をもたらすといった有権者の意識の

問題でございます。 

 最初の２つは、どちらかというと政治家サイドの

問題で、行政や有権者からすぐにどうにかするとい

うことができない部分でもありますが、３つ目の投

票所に行くまでの負担軽減については、さらなる制

度改正や選挙管理委員会の工夫・努力が期待される

ところでございます。 

 ４つ目の有権者の意識に関する問題は、長期的に

取り組まなければならないテーマでありますが、18

歳選挙権の制度がスタートするこの機会に、改めて

これまでの選挙啓発活動や主権者教育の取り組みに

ついて見直しを行い、選管と教育委員会が連携をし

ながら推進をしていくことが重要だと思っておりま

す。 

 そこで、選挙管理委員長さんにお尋ねをいたしま

す。今回の選挙権年齢引き下げの意義をどのように

受けとめておられるか、まずお伺いをいたします。

お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いいたします。選

挙管理委員会委員長。 

  〔選挙管理委員会委員長 藤井年昭登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（藤井年昭） 渡辺議員の

質問にお答えをいたします。 

 今回の公職選挙法の改正は、選挙権の拡大という

意味で70年ぶりの改正であり、大変大きな意義があ

るものであります。長く、若年層の政治離れ、投票

率の低下が常態化し、将来を担う若者たちが政治に

関心が薄いことで、若者の意思が国や地方に反映さ
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れないことが大きな問題となっております。 

 このような中で、選挙権年齢の引き下げにより、

より多くの若者たちが政治に関心を持ち、若者たち

の意思を政治に反映する機会が広げられたという点

で、大変大きな改革であったと考えております。加

えて、今回の法改正が政治改革の一歩となるよう、

大いに期待をしているところであります。以上で答

弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君、よろしいですか。 

○７番（渡辺 貢） 期待どおりの御答弁をいただ

きました。ありがとうございます。私も70年ぶりの

選挙権の対象範囲の拡大ということで、大変な意義

のあるものだというふうに思っておりますし、世界

的に見ても18歳選挙権が認められている国は９割を

超えているということも聞いておりますので、そう

いう世界の潮流にも沿ったものだというふうに思っ

ております。この機会を捉えて、未来を担う若い世

代が主体的に考える契機となるように願うものでご

ざいます。 

 それでは次の質問に移ります。１の２です。 

 選挙における投票率の低下と政治的無関心の増大

は、政治の民主主義的正当性を揺るがしかねない問

題だ、そういうふうに言われております。 

 現在注目されている人口の減少問題と同様、選挙

の投票率も対策を打たなければ下がる一方で、私ど

も政治に携わる者はもちろん、行政、有権者である

三者が危機感をもって取り組まなければならない喫

緊の課題の一つだと思っております。 

 議会改革の取り組みの一つとして、同僚議員の一

部からも高校生と市議会議員の話し合う場面をつく

ることで、若い人たちが今何を考え、何を望んでい

るか伺いながら意見交換ができたならと、そういう

声がございます。高校生にはまちづくりや政治への

関心を持っていただく機会として、そして市議会議

員は若い人たちの考えを知り、よい提案であれば市

政に反映させることができたならば、そう思うもの

であります。こうした議会側の取り組みも課題であ

りますが、議長を中心に論議が進められればという

ふうに思っております。きょうここでは行政を執行

する側の考えを伺ってまいりたいと思います。 

 湖西市の各種選挙の投票状況に関する統計を見ま

すと、投票率の動向から、あれっという、そういう

ような現象もありますけれども、本市の選挙管理委

員会では過去のデータをどのように分析されている

のでしょうか。年代別、性別などの投票率の現況を

見る中で、低投票率の原因をどのように捉え、その

ことについてどのように対応をしようとされている

のか。その上で選挙事務への参加や出前講座とか模

擬投票の実施などの取り組みの事例も耳にいたしま

すが、特に新たに選挙権を付与される対象年齢を意

識した選挙啓発活動として、国会で改正法が成立し

た昨年６月以降の対応状況はどうであったか。こう

いう点、また今後の取り組みについての考え方はど

うかについて、お伺いをしたいと思います。お願い

いたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。選挙管理

委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（藤井年昭） お答えしま

す。 

 湖西市の近年の投票率は、県内市町では常に上位

でありますが、決して満足のいくものではありませ

ん。とりわけ若年層の投票率の低さは、選挙管理委

員会としましても大変苦慮しているところでござい

ます。 

 要因としましては、若者のみならず、有権者全体

に政治への関心の低さが考えられます。政治は変わ

らないという考えや、投票より自分の都合を優先す

るという姿勢が考えられます。私たちの生活は政治

と深いかかわりがあり、投票によって私たちの生活

が変わるということを実感していただくことが重要

であると考えております。 

 なお、選挙管理委員会としましては、新有権者に

選挙制度を知ってもらうため、若年層向けの説明資

料を作成し、湖西高校と新居高校において４回の出

前講座を、明るい選挙推進協議会委員の皆様と連携

し実施してまいりました。 

 今後につきましては、出前講座、模擬投票のほか、

ウエブサイト、イベント等でのＰＲなど、積極的な

啓発活動にも取り組んでいきたいと考えております。

加えて学校教育での政治にかかわる学習のほか、家
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庭においては選挙公報を読んだり、一緒に投票に行

ったりする等の家庭教育の充実を図るいい機会であ

りますので、若者たちの育成のために取り組んでい

ただけるよう強く願っているところでございます。

以上であります。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。お

っしゃるとおりでございまして、政治への関心の低

さ、それから投票よりも自分の都合を優先してしま

うと、そういう行動のあらわれかなというふうに思

います。出前講座も既に何回か開いていただいたと

いうことで、学校教育とか家庭教育との連携もとい

うようなことでお話がございました。ぜひ今後とも

積極的に御努力をお願いしたいと思います。 

 それでは次に参ります。 

○議長（二橋益良） 次、３番の質問ですね。 

○７番（渡辺 貢） はい。１の３ですけれども、

選挙権年齢18歳引き下げの法改正を踏まえまして、

教育現場における主権者教育について、教育長さん

にお伺いをしたいと思います。 

 選挙権年齢引き下げを機に、投票率向上のための

選挙啓発活動の充実と合わせまして、若年層の政治

への関心がより深まるような主権者教育の充実が求

められています。これは今選挙管理委員長さんがお

っしゃったとおりでございます。 

 最近は新聞やテレビで選挙権年齢引き下げに伴う

取り組みの様子がよく取り上げられておりますが、

一過性なものにならないかという心配もございます。 

 ある地域創造のための情報誌に、18歳投票が劇的

に選挙を変える鍵を握ると、こういう表題でシティ

ズンシップ教育ということに触れた見出しがありま

した。これは早稲田大学の名誉教授で元三重県知事

の北川正恭さんの発言の記事でありましたけれども、

シティズンシップ教育というのは、目まぐるしく変

化する現代社会において、子供たちが将来、市民と

しての十分な役割を果たせるように、近年欧米諸国

を中心に学校教育で導入されてきているとの解説が

ございました。 

 これまでも学校では、国や地方自治体における政

治の仕組みとか選挙の意義、そして国民、住民とし

積極的に政治に参加することの大切さなどについて、

御指導がなされていることと思います。しかしなが

ら、今日の投票率の低下や18歳選挙権制度のスター

トを踏まえまして、教育現場における主権者教育に

ついて、どのように捉えておられるのか。また、こ

の際、新たな取り組みについてどのようなお考えを

お持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。お願い

いたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 先ほど選挙管理委員長さん

から、高等学校での出前講座の話がありました。実

際には、小・中学校においても、これまでも政治に

関する内容について、一部社会科において学ぶとい

う機会がずっと行われておりました。 

 例えば小学校６年生では、社会科で国の政治の仕

組みについて学ぶというような項目があります。ま

た中学校３年生では、社会の公民という授業の中で、

選挙制度や選挙権、日本に存在をする政党などにつ

いて学ぶ。そういう機会もありますし、実際には生

徒会選挙等で実際に選挙のように記載台や投票箱を

選挙管理委員会からお借りして投票を行う、模擬投

票のような形の実践ということを行っています。 

 ただ、今議員から御質問にあった主権者教育とい

う点については、今のような状況、今のような学習

は不十分かなというふうに私自身は考えています。 

 今回の改正について、18歳という年齢の引き下げ

は非常に大きな改正点というふうに認識をしており

ます。ただ、それ以上に大きな改正は、これまで四

十数年間、高校生に対して政治的な学習あるいは政

治的な活動について、禁止あるいは制限が加えられ

ていたというところが、一部容認されるようになっ

てきたということが非常に大きな部分であり、それ

を主権者教育に結びつけていかなければいけないと

いうふうに考えています。 

 そもそも主権者教育ということになりますと、投

票をするための本来教育ではなくて、人々がすべか

らく社会に参画をするというための教育だというふ

うに私自身は考えています。 

 そういう意味で、日ごろから身の回りの地域を含

めた社会とか政治とかいろんな部分にやはり関心を
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持って、自分自身知識を習得し、ほかの人の意見等

も聞きながら、自分でその知識をもとにしてやはり

考え、判断をし、自分だったらどうするんだろうと

いう決断をする。そういうような思考力や判断力と

いうのをやはりきちんと養っていかなくてはいけな

いだろう。そして、その自分の考えに基づいて態度

を決めるとか、あるいは意見を言うとか、あるいは

行動をするというような形にやはりつながっていか

なくてはいけないだろう。そうしない限り、これま

でずっと言われている若者の無関心であるとか、そ

ういうところがやはり解消されていかないだろうと

いうふうに思っています。 

 他人の意見を聞いたり、自分なりの考えや意見を

持つというのは、理解力とか判断力とかそういう点

では、その主権者教育だけではなくて、本来学習の

基本であるというふうに私自身は考えていますので、

主権者教育もその延長線上にあって、短時間にこう

いう力というのは身につけられるものではありませ

んので、やはり18歳から自分の意思を明確に投票に

よって示すことができるような状態になるまで、そ

ういう力をきちんと養っていく、培っていくという

ような長いスパンのやはり主権者教育というのは必

要だろうというふうに思います。 

 今後、具体的な取り組み等、また検討をして、ぜ

ひ小学校あるいは中学校においても実施をしていき

たいな、取り組んでいきたいなというふうに私自身

は考えております。ただ、現在も実は総合的な学習

の時間という時間があるんですけれども、そういう

中で小学生も中学生も、地域の調べ学習等を時間を

設定してやっております。ですので、地域の身近な

やはり疑問点や問題点というのを把握しながら、い

ろんな人にその話を子供たちは聞くという学習をず

っとやっておりますので、そこから、解決するため

にはどういう働きかけ、どういう形で今後自分たち

が考え行動していくのがいいかという、要するに主

権者教育にもう少し結びつけるような、学習の深化、

深めるということがまずはあってもいいのかなと、

そんなふうに考えております。お答えになったかど

うかわかりませんけれども、以上であります。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。私

どもは、投票率向上に向けて、少しでも結びつくよ

うな教育ができないのかなというふうな思いもあり

ますけども、教育長さんおっしゃるように、もっと

じっくりと長期的な視点で子供を育てていくことが

必要だということはおっしゃるとおりだと思います。 

 よく欧米の人たちに比べて、日本人はなかなか自

分の意見を言わないというふうな場面が多いという

ふうに言われてます。アメリカの教育なんかはディ

ベート法ということで議論を闘わせるというような、

自分の意見をちゃんと主張して、どっちがよりよい

考えかということを学ぶ、そういう学習があるとい

うようなことを聞いたことありますけども、まだ主

権者教育については、まだまだ不十分だという御認

識は今おっしゃっていただきましたので、具体的な

取り組みを検討して実践をしていただけたらという

ふうに思います。 

 次に１の４へ移ります。 

○議長（二橋益良） ４番の質問に移ってください。 

○７番（渡辺 貢） 先月12日、政府は公職選挙法

の改正案を国会に提出いたしました。今国会で成立

をすれば、夏の参議院選挙から適用され、投票環境

が大きく改善されるとのニュースでございました。 

 改正案は３つの柱で構成をされ、このうち共通投

票所は、湖西市に当てはめてみると、地理的、都市

的な構造から見て、大きな利便性の向上につながる

かどうかは難しいというふうにも思いますが、現在

は指定の１カ所に限られております投票日、統一の

投票所を、自治体の判断で人が集まりやすいスーパ

ーなどにも設置できるようにして、同じ自治体に住

む人なら誰でもそこで投票ができるというふうに変

えようというものであります。ほかにも自治体の判

断で期日前投票の投票時間の弾力化や有権者が投票

所に連れて入ることができる子供について、幼児か

ら18歳未満まで拡大すると、そういうふうな内容に

なってるというふうに伺いました。 

 まだ国会で審議中ですが、成立をすれば、この夏

の対応になりますので、仮にこの改正案が成立した

場合のことを想定したとき、これをどのように受け

とめ、その対応策について思うことがあれば、お話
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をお願いしたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。選挙管理

委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（藤井年昭） 今回の公職

選挙法の一部改正は、今渡辺議員が御指摘のとおり

であります。 

 現在、公職選挙法の改正法案が国会で議決されて

いないため、未確定であり、実際の対応等はこれか

ら行うことになります。 

 共通投票所の設置につきましては、二重投票をい

かに防止するかという大きな課題がございます。 

 湖西市の現状を考えると、簡単に導入できる状況

ではないというふうに考えておりますけれども、今

後、国の動向等を確認しながら慎重に対応していき

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。ち

ょっと湖西市にとってはなかなか難しいということ

かなと私も思いますが、投票環境の改善という点に

ついては、いろいろ情報収集お願いしたいと思いま

す。 

 ちょっと関連で一点。 

○議長（二橋益良） どうぞ。 

○７番（渡辺 貢） 隣の新城市では、18歳選挙権

の導入を前に若者に実際の政治に参加してもらう試

みを始めた、そういう話を伺いました。若者の声を

行政に取り入れることで、過疎化に歯どめをかけた

いという考えから、若者議会条例を制定しまして、

16歳の高校生から29歳の社会人まで、20人に参加を

していただきまして、若者視点で福祉やまちづくり

などの政策を考え、採用されたものは実行に移して

いくということでございます。 

 その結果はまだ聞いておりませんけれども、27年

度の当初予算に1,000万円を措置したと、そういう

ふうな話でございました。 

 選挙管理委員会、議会ともども、行政の側も新城

市の事例を研究するなどして、若者の政治参加につ

いて前向きに御検討を願いたいとそういうふうに思

いますが、関連ということで、もし市長さんの思い

があれば、このことに関連してお答えをお願いした

いと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 投票率が低下をしている日本

の現状に関しまして、私のつぶやき欄、高談轉清で

も取り上げ、諸外国に比べてこのような形でどんど

ん低くなっていることは重大な問題だということを

書いたことがあります。そして、何か画期的なこと

がないかなということも考え、また部長の間でも何

かいいことないかなということを話題にしたことも

ありますが、これといった画期的な案が出なかった

ために、湖西市としては注目されるような提案を現

在まだいたしておりません。 

 新城の話を聞きまして、これも一案だなというふ

うにも思いますので、まだ時間がありますので、何

かまだ考えてみたいなということを、総論としては、

きょうの討論の中で共通認識があると思いますけれ

ども、しかしこれだという画期的な案がない。 

 ４つの投票に行く要素ということを、私もそのと

おりだなと思いますのは、市議会議員の選挙の投票

率が落ちているのは、特に今回は一人しか定員より

もオーバーした人が出なかった。３人も４人も落ち

る状況でいっぱい出てくると、間違いなく投票率は

上がるんですね。そういう要素も含めて、争点をは

っきりしなくてはならないとか、いっぱい出るとい

う出るほうの側という要素はありますが、投票する

側として、あるいは我々の喚起する何かとして、ま

だ時間がありますので考えてみたいというふうに思

っております。十分なアイデアがなくて大変申しわ

けないと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 先ほども申し上げましたけど

も、選挙管理委員会、それから我々政治家、そして

行政、これがそれぞれ努力をして投票率を上げてい

くという点では、政治に関心を持っていただく点で

は新城市の事例も一つの事例かなというふうに思い

ますので、ぜひ行政の側も御検討をお願いしたいと

思います。 

 それでは大きな２番目に移りたいと思います。 

○議長（二橋益良） 主題の２に移ります。 

○７番（渡辺 貢） 湖西病院の一部療養病床移転
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計画の挫折に対する対応について、お伺いをさせて

いただきます。 

 去る２日の中日新聞に、このことが大きく取り上

げられました。市民の皆さんも大変関心の深い問題

だと思います。 

 先日、竹内議員も療養病床の必要性を訴え、この

問題を取り上げられました。私も慢性期医療ベッド

を探す家族の気持ちを思う竹内議員と、考えは同じ

くするものでございます。 

 少し異なった角度から質問をさせていただきます。 

 湖西病院改革プランによりますと、本市の療養病

床は、近隣市はもちろん、全国平均よりも著しく少

なく、それを踏まえ慢性期医療への取り組みが必要

と、そういうことから病棟の改修に進んだというも

のでございます。 

 高齢者がふえる中、見舞いに行きやすい、より近

距離への慢性期医療施設を望む声が多い中で、供用

も間近というこの時期、計画が立ち行かなくなった

との報告は、待ち望んでいた市民にとって、大変な

ショックであります。 

 昨年12月議会で、医療費抑制を狙いとした国の病

院改革への対応、そして慢性期医療サービスの準備

状況に関する私の質問は何だったのかなというふう

な思いでございます。 

 この３日間、こういう言葉を使いたいということ

で皆さんおっしゃってましたので使わせていただき

ますが、全くびっくりぽんであります。 

 市民会館の耐震補強問題と今回の報告は、結果と

して多額の大切な税金を有効に使うことができない

ことになってしまいました。事の経過を伺いますと、

ベッド数削減という国の政策は知ってはいたが、予

想外の出来事について見通しが甘かったということ

でありますが、失った結果の大きさを今思うと、経

過の中でこの時点のこの判断に甘さがあった、確認

が足りなかったと、そういう何らかの反省があるの

ではないかと思います。 

 一生懸命やっても、うまくいかないときはありま

すけれども、今後このようなことを繰り返すことの

ないように、組織としてはこれまでの経過を反省し、

何らかの取り組みを検討する必要があると感じてお

ります。 

 そこでお伺いをいたします。２の１になりますけ

れども、折しも湖西市の介護保険条例を改正し、こ

の４月から在宅医療・介護連携事業を始めるとのこ

とでございますが、先日の質疑に対する説明では、

この先２年間はまだ研究検討段階だとのことでござ

いました。こうしたことで、慢性期疾患となった高

齢者の対応が不安とそういう思いをいたしておりま

す。 

 市内の中堅病院の先生は、こう語っています。国

の医療財政上の苦しみは理解するものの、高齢者の

現実を見ると、老化関連疾患であるがんや骨折、肺

炎や心臓、脳血管疾患などに加え、その後に続く後

遺症など、亜急性期、慢性期疾患があって、その治

療には比較的長期入院が必要な場合が少なくないの

が実態。経営的には苦しいけれども、私たちの出番

は多いと、こういうふうにおっしゃってくださって

ます。 

 現在の医療ベッド44床は、廃止の対象になるが、

国の示す新施設に転換は可能との新聞記事をこの間

見ましてほっとしたところでございます。 

 先週日曜日に、市と医師会の共催による福井県の

名田庄診療所長の中村先生の講演がございました。

自宅で大往生という演題で、住みなれた家で家族に

みとられてお亡くなりになった幾つかのケースにつ

いて、感謝と家族愛、関係者の思いやりについての

実例を紹介しながら、笑いと感動の涙を誘うすばら

しいお話でございました。地域包括ケアシステムも

その先生が中心となって、名田庄地域のシステムを

構築されたというふうなお話を伺いました。 

 そこのところは過疎の地区でありますので、医療

サービスの環境は私どものところとは随分違います

けれども、並んで聞かせていただいた隣に健康福祉

部長がおりましたので、こういう質問すると、名田

庄方式で言われそうですけども、通告に従いまして、

このたびの湖西病院の計画見直しを受けまして、湖

西市として、介護へもつながる慢性期医療への取り

組みはどのように対応するお考えか、お伺いをさせ

ていただきます。お願いします。 

○議長（二橋益良） 市長。 
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○市長（三上 元） 御指摘のとおり、総論でいき

ますと慢性期の療養病床が湖西市は足りないという

ところから、需要があるはずだというのでスタート

したこの計画でありました。 

 しかし、医療費抑制及びできるだけ軽い人たちは

在宅でみるべきなんだという国の大きな方針のもと

に、今回断念をしたわけでございますが、静岡県で

は、2025年、平成37年までに構築する地域包括ケア

システムを視野に入れて、県内の医療圏ごとに地域

医療構想を策定しております。 

 湖西病院の計画見直しで、圏域の中の慢性期医療

病床は減となりますが、湖西市と浜松市で構成する

西部地域の二次医療圏慢性期医療の病床数としては、

充足している水準にあります。６万人の市というの

は、６万人の市だけでのバランスでなく、基本的に

は県西部医療圏域の中での位置づけという形の中で、

湖西市を含むその周辺という位置づけで考えていか

ざるを得ないという状況でございます。以上で答弁

とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） お医者さんは、湖西だけでな

くて、浜松、豊橋にもあるよと。全体から見れば割

合恵まれているところだというふうな考え方はある

かと思いますけれども、なかなかお年寄りを浜松、

豊橋にお願いをして、しょっちゅうお見舞いに行く

というのはなかなか大変でございます。自動車で行

けばそんなに遠くはないよと言われるかもしれませ

んけども、今回の結果は大変残念だったなというふ

うに思う次第であります。少し交通機関は必要にな

りますけれども、浜松にお願いをするということで、

その辺のまた橋渡しはぜひお願いをしたいと思いま

す。 

 それでは最後に２の質問であります。 

 市民会館の耐震補強問題、湖西病院の一部療養病

床転換計画見直しという今回２つの事業をスムーズ

に進めることができなかったということについて、

今後の教訓とすべき反省点は何か。その対応につい

てお伺いをしたいと思います。 

 例えば、情報収集やリスク管理などについて、そ

れぞれの部門における専門職員を育てるということ

に、これまで以上に力を注ぐべきではないでしょう

か。また、先進地事例を見聞する機会や、専門的な

外部研修を受講できるように、もう少し研修旅費を

充実させるなどの取り組みはどうでしょうか。病院

の事務職ということだけではなく、経営的なセンス

を持った職員を育てる、そういう費用も必要ではな

いかと思う次第でございます。 

 県の職員はもとより、先駆け的な取り組みをして

いる他の自治体職員や国の施策の進め方に詳しい外

部研修の講師など、人脈を通じた情報収集能力を高

めることができれば、俗に言う予想外の出来事を、

予想外でなく、事前に察知し、的確な対応ができる

かもしれません。 

 特に福祉・医療関係の国の施策が目まぐるしく進

むというか、動いてきております。その点について

は細心の注意を払い、情報収集に努める必要がある

と思います。 

 組織として、これまでの経過を反省し、何らかの

取り組みを検討することの必要性を含め、今回の反

省点とその対応策について、お伺いをしたいと思い

ます。御答弁お願いします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 研修費の増額という例を申さ

れましたが、実はこの予算で研修費の増額を提案し

ているさなかにございます。 

 まず、市民会館につきましては、できるだけ早く

再開したいということを重視いたしまして、補強で

きるのではないかという情報のもとに、耐震補強と

いう道を探りました。しかし残念ながら、それがう

まくいかないということがはっきりいたしましたの

で、それを断念し、違う方向を今検討しているさな

かにございます。庁内の検討チームをつくり、見直

しの結果を間もなく報告できるかと考えております。 

 病院につきましては、国の診療報酬等の最新情報

を収集することが、大変な努力であり難しいことか

もしれませんが、情報収集能力をもっともっと研ぎ

澄ませておく必要があった。あるいは私自身、もっ

と別の情報を調べろというぐらいに慎重である必要

があったなということを反省いたしております。 

 御指摘のように情報収集のやり方及び経営的セン
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スの勉強が必要ではないだろうかという点は、御指

摘のとおりだと思います。そんなことから、昨年は

経営的センスという点で元経営者であり今大学教授

という方の支援学という研修は、その経営的センス

を磨いてほしいといった形で講師を招いて、グルー

プディスカッション方式の研修もさせていたところ

でございます。 

 それと私自身の反省も、職員の集めてきた情報を

そのまま了承するというよりも、待てよと思ったと

きに自分でも別な形での情報収集をする必要がある

なということを今回の２つの事件では感じました。

報告された情報だけで不十分かもしれないという用

心深さが私に欠けていたなということを痛感いたし

ております。そういう意味では、幹部の情報収集力

及び経営的センスに関する勉強、そしてトップみず

からの慎重な情報収集ということを反省し、新年度

予算には、議員御指摘の研修費も増額している次第

でございます。以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 市長の反省の言葉をいただき

ました。職員の皆さんにもっと勉強の機会を与えて

いただいて、よりすぐれた職員づくりということで

努力をしていただきたいと思います。以上で質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

一般質問を終わります。 

 少し早いようでございますけども、ここで昼の休

憩とさせていただきます。再開は午後１時といたし

ます。 

午前11時52分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、午前

に引き続き会議を再開いたします。 

 １番 福永桂子さんの発言を許します。１番 福

永桂子さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） １番 福永桂子でございます。

通告に従いまして、市民のための市役所を目指した

サービスの充実、日曜開庁などについて、４単元、

質問させていただきます。 

 初めに、質問しようとする背景や経緯であります

が、市役所を一種の公的な企業体ともいうべき存在

であると捉え、民間の企業体と比較しますと、市役

所に課せられた業務を実施する上での義務的な性格

が見えてきます。 

 民間企業は、市場の動向に常に注意を払い、市場

の求める製品やサービスを提供しなければ、企業の

存続すら危ういものとなります。また、社員の生活

を保障することが難しくなります。 

 市役所は、法律で定められた税金を徴収すること

で、市役所の存続はもとより、市職員の生活も保障

されています。それゆえにこそ、お客様である市民

や企業は、税を徴収される対価として、お客様が求

めるサービスを、お客様の置かれた状況に応じて、

お客様に納得するように提供してもらいたいと願っ

ているはずです。 

 少子高齢化が加速化する状況を踏まえれば、今後、

高齢者の介護問題、障害者を抱えた家庭の問題、子

育てや教育問題など、市民が抱える問題は複雑多岐

にわたり、深刻度を増していきます。 

 そこで、市役所は公的なサービス産業としての性

格をますます強めていくと思われます。市役所がど

のような方向性をもって行政運営を行っているのか

を市民に示すことは大切なことと考えます。 

 そこで質問の目的は、さらなる市民のための市役

所を目指していただきたいことにあります。湖西市

役所の提供するサービスの享受や施設の利用につい

て、関係する市民や市域に立地する企業に対して、

公平で公正に門戸が開かれて、提供するルールが全

て明らかにされ、誰にでもわかるように透明化され

ているのか、明らかにしていきたいと思います。 

 それでは、単元１つ目の質問をいたします。 

 市役所は究極のサービス業であると私は考えてい

ます。市長は有権者から選ばれ、湖西市の市政運営

に責任を有しておられますが、市役所の存続及び職

員の生活は財政破綻しない限り保障されていること

を踏まえ、市役所の仕事をどのように捉えておられ

ますか。お聞かせください。 

○議長（二橋益良） それでは答弁お願いします。
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市長、登壇してお願いします。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 市役所の仕事は、議員のおっ

しゃるように、まさにサービス業でございます。私

が就任の最初に言ったのは、そのことです。市役所

はサービス業であるということを申し上げて今日に

至っております。 

 サービス業で何が大切なのか。接客力と聞く力、

これが大変重要だというふうに思っております。そ

してもう一つは、民間と違うのは、法律に従う強烈

な意識。グレーゾーンがあるならば、そのグレーゾ

ーンのときの対応の柔軟さでございます。 

 この問題に関しましては、毎年市民アンケートで

数字を捉えるようにしておりまして、接客力が少し

ずつではありますが向上した数字が出ております。 

 次に実際の行動のときのスピードでございます。

スピード、対応力の速さは、サービスの力です。そ

してこれは民間も同じでありますが、コスト意識で

ございます。民間は、コスト意識が希薄ですと赤字

になってしまいますから、すぐにわかりますけれど

も、市役所の場合には赤字という概念がありません

ので、希薄になる可能性があります。このスピード

に関して、あるいはコストに関しては、まだ遅いと

いうふうに、何度もまだまだ言っている状況であり

ますので、行動が早くなったとは思いますけれども、

まだまだ不十分であるというふうに感じております。

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ありがとうございます。民間

を意識しての、まさにサービス業であるというお言

葉、本当に同感いたします。また、スピードが課題

であるのではないかという、そのあたりもまた改善

していっていただければうれしいなと思います。 

 市役所のあり方を考えていきますと、もちろん法

律に基づいてですけども、税を滞納すれば差し押さ

えをしてまで徴収して、それを財源としてサービス

を提供しております。ということは、やはり行く行

くの後顧の憂いなく市の発展と市民の福祉の向上に

全力を投球できる体制が整っているのだと思います。

言いかえれば、市民や企業に寄り添って仕えること

にあるのではないかというのが私の意見です。 

 それでは単元２つ目の質問をさせていただきます。 

 市民や企業はサービスをどのような形で提供して

もらいたいと願っているのかを考えてみました。偏

ることなく全て同等に扱ってほしい。また平等にも

扱ってほしい。そしてそのルールがわかりやすく明

らかにされている。この公平性と公正性と透明性、

この三要件が確保された形で提供してもらいたいと

願っていると考えます。 

 質問です。市長は、市役所の提供するサービスが

お客様である市民や企業の求めるサービスであり、

お客様の置かれた状況に適合する形で、公平性と公

正性と透明性の三要素を担保されて提供されている

ことを確認されたことがございますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。 

○市長（三上 元） 確認をされたことがあるかと

いう質問について、ちょっと的が得られているのか

どうか自信はありませんが、市役所のサービスのま

ず公平・公正という点に関しましては、ある意味で

は前の市長も、その前の市長も、ずっと市長として

気をつけなければならない公平・公正であると思っ

ております。一部の有力者の顔でごり押しが通った

とかいうようなことは全く許されないことでござい

ます。 

 静岡県の市以上の行政においては、業者選定とい

うときに、選挙で応援してくれた人を下手に優遇し

ないように市長が業者選定委員会から外れていると

いう形で、公平な業者選定を行うという形をとって

おりますので、小さな町と市以上のやり方は違うと

いう形も、公平・公正の一つのやり方となっており

ます。 

 次は透明性でありますが、透明性は、この間かな

り進めてきたつもりでおります。特にインターネッ

トを活用している方から見ますと、こんなことまで

インターネットで見ることができるようになったん

だなということを言ってくださる方もおりますが、

一方で紙の情報しか得ていない人から見ると、相変

わらず面倒くさいなということを言われるのかもし

れません。透明性という点に関しては、時代による

もっともっと透明なことができるかもしれませんが、
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さらに進めていきたいと思いますが、この10年、か

なり進んだという評価をしていただいているのでは

ないかと思っております。 

 確認という点で、時々私のもとに寄せられてくる、

苦情かと思いますが、余りにも法律にのっとってし

ゃくし定規過ぎて融通がきかないという言葉があり

ます。これは極めて微妙な問題でありますが、グレ

ーゾーンの判断をどうするのか。このとき私はこう

言っております。法律としてどちらとも解釈ができ

るならば、市民が有利なほうの選択をすべきだと、

こういう回答を私は部下にいたしております。しか

し、法律に違反することをやることはできません。 

 そのような形で公平・公正、あるいは透明という

ものは、日々いろんな情報の中で確認をしながら進

めている行政であるとお伝えしたいと思います。以

上であります。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ありがとうございます。公平

性・公正性は市長として気をつけるべきことである

と、そうおっしゃっていただいたと思います。また

透明性においては、努力をやっていきたい、続けて

いきたいということだと確認いたしました。 

 また、民間企業は常に市場の動向を調査して得ら

れる情報をもとにサービスを提供しているわけです

けれども、不満や苦情でも集めて調査対象に生かし

ています。その点、市役所のサービスはどうでしょ

うか。市民の皆様の求めるサービスと、多少なりと

もかけ離れているところがあるのではないか、その

ように考えるんですけれども、これについて、どう

考えていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 今のサービスが市民の意識と

かけ離れているかどうかの検証は、大きく分けて２

つでございます。 

 一つは、各種アンケート・意見をインターネット

でもいつでも受けられるようになっております。い

つでも受けられる意見で、このようにしてくれとか、

ここを改善してくれという意見が、週に１件、２件

ぐらいは間違いなく来ているのが実態でございます。 

 もう一つは、それぞれの団体、ＮＰＯ法人も含め

て、法人あるいは任意団体も含めて団体の方々と話

し合う機会がありますので、そのときに要望という

形で上がってきます。これは自治会は定期的に必ず

要望するわけでございますが、その他の皆さんから

の御要望もありますし、労働組合団体等の要求も定

期的に行っております。そしてなおかつ、年４回の

議会において一般質問という形で議員の皆さんが、

ここちょっとずれていないかいという質問を言う機

会が、年に４回あり、それにほとんど15人以上の人

が質問をしておりますので、議員さんから見ておか

しいというもの御指摘がありましたら、改善するよ

うな努力もいたしております。以上であります。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 確かめるための多くの機会が

あるとおっしゃっていますので、その機会を本当に

有意義的に使って、やっていっていただきたいなと

思います。 

 この三要件ですけれども、これが担保されて、う

まくサービスが提供しているか、それを確認するこ

とは市政運営の責任を有する市長に課せられた責務

であると考えていますので、どうぞこれまでに問題

となった、今言われたように要望が上がってきたと

か、そういうふうに問題となったサービスについて

は、その都度確認されてると思います。けれども、

ぜひ一度全体的に精査を行っていただき、さらなる

市民に寄り添った信頼される市役所を目指していた

だきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。

全体的な精査というところで。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 全体的な精査というふうに言

われましたが、今私が言ったのは、いつでも意見を

言える場所が存在していること。もう一つつけ加え

るならば、毎年１回市民アンケートを行う中で、自

由記述欄があります。その自由記述欄にもかなりい

ろんな意見をもらって、私も読ませていただいてお

ります。そして各種団体の意見、そして議員さんが

年に４回、自由にその質問ができる。これだけのチ

ェックを受けていれば、そう間違った方向に市政は

行かないのではないかというふうに思っております。

以上です。 



１９７ 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） そういう形で頑張っていって

いただいたらいいかなとは思いますけれども、不満

とか要望が常に上がってくるということは、やはり

多少なりともずれが生じているんだと思います。ぜ

ひ一度、市役所のほうから自分たちの担当、またそ

ういう役割を見直してみる。サービスが求められて

いるものと提供しているものと、それほどの乖離が

ないという、そのあたりを精査していただければ、

うれしいなと思います。 

 それでは単元３つ目の質問をいたします。 

 まずは私に相談があったり、聞かせていただいた

市民の声を御紹介したいと思います。 

 市民からは、働いているから、必要な書類などを

発行してもらうためなどに休日開庁は便利だとの声

が多数上がっていました。それだけではなく、会社

に勤めながら親の介護で苦労している方々からは、

会社などに提出する書類をもらうために会社を休ま

なくてはならないとか、妻一人で親の介護などの相

談に行っているが、休日に役所が開いていると夫婦

で相談に行けるし、要領よく済ませることができる。

また障害者を抱えた家族や共働きも多くなってきて

いる子育て世代の方々からは、市民生活のこと、子

供の教育に関連すること、またさまざまな助成金や

免除に関することなどを夫婦そろって聞いて判断し

たい。また子供を見てくれる人がいるときに、土日

ですね、役所に行けるのは助かるなどの声を聞きま

す。 

 このような市民の意向に応えられる休日開庁は、

住民の皆様にとって大変ありがたいものになるので

はないでしょうか。このような動きを受けてか、最

近では多くの自治体で休日開庁の動きが拡大してい

ます。湖西市でもサービス向上の観点から、休日開

庁を視野に入れて考えるべきだと思います。 

 それでは質問です。市民にとって、土日曜日は基

本的に自分のために自由に使うことができます。仕

事などの関係で平日に市役所に行きにくい市民のた

めにも、お客様の置かれた立場に最大限に配慮した

サービスとして、日曜日に市役所を開庁するお考え

はございますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） まず、事実の認識といたしま

して、３つお伝えしたいと思います。 

 １つは、土日は全ての市役所関係のところが閉庁

しているわけではありません。需要のあるスポーツ

施設、図書館、文化施設、観光施設、子育て支援セ

ンターなどは日曜日に開庁し、ほかの曜日に休んで

おります。 

 その次は、臨時であけている夜間及び休日でござ

います。納税相談、転入転出の多い時期の市民課、

保険年金課、子育て支援課、情報政策課が連携して

窓口の開設及びごみ処理施設などという形で、臨時

で受けるという形も行っております。 

 ３つ目は、電話やインターネット、郵便等による

予約をしていただいた場合には、夜間取りに来ても

いいですよ、休日に取りに来てもいいですよという

サービスを行っておりまして、土日でないと来れな

いよという人に対する３つのサービスを行っており

ます。 

 特に予約によっていろんな証明書などを夜でも土

日にでも取りに来てもいいですよというサービスを

始めてからは、夜遅くまで営業してくれという要望

と、土日営業してくれという要望がぐんと減りまし

たので、このぐらいでいいのかなというふうに思っ

たやさきに実は福永議員からのきょうの質問で、再

びまたこういうニーズが盛り上がってきたのかなと、

改めて気づかされたというような感じでございます。 

 以上で、まず事実の３つのサービスを行っている

ということ、そして現在の時点では、新たに日曜日

をやろうという計画はございません。過去何十年か

の歴史をお伺いしたところ、昔ある時期、日曜開庁

しようということから、かなり多くの市役所や市町

村庁が日曜日あけてみたけれども、多くの人が来な

いのでやめたんだと、こういう歴史もあったという

ふうに聞いておりまして、私どもとしては、現在は

みずからの意思としてあけようという計画はありま

せん。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 今、臨時であけている窓口と

か、いろいろとサービス、私も市民の声を聞いたと
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きに休日も開庁したり、開庁時間を延長したりして

おられますよといいますと、それは市役所の都合に

合わせた限られた期間であったりとか延長であった

りで、私たち市民の置かれている立場を形ばかり合

わせているのではないですかと不満を言われた方も

いらっしゃいます。 

 そのとき、考えてみれば、事あるごとに市民に開

庁の期間を知らせ、情報を徹底させるのも大変です。

どちらにしろ、いろいろコストもそれなりにかかっ

ているはずです。そうしますと、休日を開庁して、

土曜日か日曜日ですね、サービスに当たると決めて

しまえばよいのではないでしょうか。市民もそれな

ら大変わかりやすい。いつ、どこへ、どうやって行

くのかなどではなく、日曜日・土曜日、休日にあい

ているんだとわかりやすく安心して窓口利用ができ

るのではないでしょうか。 

 休日開庁によって、役所はいつでもあいていると

いうことで、市民に安心感をもたらすことができる

と考えられます。これについて、どうお考えになり

ますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 実は通告をいただきまして、

日曜開庁で成功しているところがあるのかどうかと

いうことを少し情報を得てみました。そのやってい

るところの情報によりますと、１日200人以上来る

よと聞きまして、それならちょっと検討に値するな

というふうにも思いましたので、一度私は、その成

功しているとはっきり言っているところがあります

ので、職員にも調査させますが、私自身もその自治

体に行って、この目で確かめてみて、検討する価値

があるというふうに感じております。以上で答弁と

させていただきます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 今、ほかの自治体を少し見学

に行きたいとかおっしゃいましたので、ちょっと後

で考えていたんですけれども、紹介するところがあ

ります。 

 横浜市の神奈川区と静岡県でも何市かはもう既に

日曜開庁しております。そして吉田町が日曜開庁し

て13年目で実績がありましたので、いろいろと調べ

てみました。 

 吉田町においても累計1,000人、約1,000人、１回

当たりの平均は216.5人となっていました。そして

平日に来られるのは約300名あたりだそうです。そ

してコストですけれども、１回当たりの金額として

は約11万5,000円であって、これは臨時職員の賃金

も入れてのコストだそうです。それほど低価格なん

じゃないかなというのが私の思いです。 

 そして少し際立っていましたのが、開庁を実現す

るためには職員のもちろん意向も考慮しなければな

りませんが、吉田町では日曜開庁を始めるときには

反対された職員もいろいろおられたようですが、日

曜日は業者が来ないとか、県庁や他の自治体への連

絡等もない。また静かでお客様に喜ばれて、平日の

ように忙しくないので自分の仕事がこなせる。出勤

に対しては代休日が当該の週にとれるようになって

いるので問題もないなどと、職員からは不満の声は

上がってこないとのことでした。 

 逆に、金・土・日と続けてお休みがとれたりする

ので喜ばれている面もあるそうです。また休日に開

庁することにより、平日の来客数が分散されるので、

市民だけでなく市にとってもメリットがあるとのお

話もされていらっしゃいました。 

 もう一つ、横浜市の神奈川区区民サービスあり方

検討会委員の資料からですけれども、こちらのほう

では神奈川区では、土曜日の午前中オープンしてい

ます。その土曜日窓口オープンは、光熱水費など庁

舎管理の経費はかかりますと。けれども、必要な経

費はかかるとしても行うべきですかという質問に対

して、3,000人の区民意識調査では、57％行うべき

であるとしています。経費がかかるなら行わなくて

もよいというのは15.8％です。もともと区民の土曜

開庁のニーズがあったわけですけれども、おもしろ

いのが、土曜日窓口一部オープンをされたときのア

ンケートです。平日に来庁されたその方々にとった

アンケートで、必要な経費はかかるとしても行うべ

きですかが、71％に上っています。そしてもちろん

その窓口オープンの土曜日に来庁された方は88％、

このような結果がアンケートで出ていました。 

 また何市か、13都市以上になる都市にアンケート
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をとり、その結果から読み取れるものとして、時代

の要請、他都市でも行っている、市民の要望が多い

が上位を占めておりました。 

 そして市民からのコメントの中で際立っていたの

は、土日休日も営業すべきだ。民間サービス業では

当然。平日にはふつうは来庁できない。土日休みの

サービス業などあり得ない。不況になり平日の昼間

に役所に来られる人間はどんどん少なくなっていく

と思います。というような実績というか、アンケー

ト調査などもございました。 

 ここでちょっと質問ですけれども、最近の市役所

の仕事の範囲は広がってきていると思うんですね。

市長は佐原議員の質問においても、福祉の制度は

年々変わります、そうおっしゃっていました。そし

てまた、かつ市役所の仕事自体、複雑になってきて

います。職員の方々も本当に努力をしていらっしゃ

いますけれども、一層の情報公開は必要と考えてい

ます。 

 介護離職者も増加していますし、認知症患者、高

齢者、家族、ひとり高齢者、障害者を抱えておられ

る家庭など、また教育の貧困化なども含めて教育問

題もさまざまです。問題がふえることはあっても、

減ることはないでしょう。そういう生活困窮者の

方々だけでなく、セーフティネットについてよく知

らないと、家族で本当によく知識を得て話し合わな

いと、生きていくことが難しい時代になりつつもあ

ります。そのために相談機能を置くことを視野に入

れて、休日開庁を考えていくことはどう思われます

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） おっしゃるような流れにある

ことは理解いたしております。そこで、先ほど私が

答弁いたしましたように、ある時期、日曜開庁があ

ちこちで開かれた。しかしコストアップのため余り

来ないからやめたという経過があったことも聞いて

おりますが、再び日曜開庁あるいは土曜日開庁して

いるところがあるという情報でありますので、私自

身、その成功しているところを訪問し、勉強してみ

たいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） では本当にいろいろと検討し

ていただきたいなと思います。相談なんかはもっと

介護職に携わった方々や退職された教員の方々の協

力を得ることも視野に入れますと、低コストで相談

機能設置も含めて休日窓口を開くことは可能ではな

いかなと思っています。また、休日開庁が市役所内

の人事のローテーションなどを含めて病後や産休明

けの勤務にとか短時間労働など、市役所の働き方改

革につなげていくことは可能ではないかなとも私は

考えます。 

 ここでもう一つ質問させていただきます。土日の

サービスは当たり前とするのは民間の営業の特徴で

す。この行政が現在より民間の営業方法を研究して、

行政の管理方法に本当に少し適用することによって、

行政のサービスのレベルをアップすることは可能で

あると思います。もちろんこれは行政が完全な民営

化に変身する話ではありません。特に湖西の市役所

はレベルが高く、場合によって民間を超えていると

ころもあります。その上で、行政が民間の最もよい

特徴を検討して、運営に生かしていくことは価値の

あることだと思っています。このあたり、全般的で

いいんですけれども、どうお考えになりますでしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 御指摘の点は、趣旨として理

解させていただいておりますので、先ほどの相談窓

口もどうせ開くなら、サービスというよりも、いわ

ゆる窓口サービスプラス相談窓口も一緒に開く。そ

れももちろん検討したいと思いますし、民間でサー

ビス業は当然土日は開いているだろうと、それもお

っしゃるとおりでございますので、勉強して前向き

に対処したいというふうに思っております。以上で

答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ありがとうございます。いず

れにせよ、社会の経済情勢に伴う生活環境や労働環

境の変化に伴い、行政へのニーズの多様化など住民

による休日開庁への要望が潜在的に高まってきてい

るように思いますので、ぜひ前向きに検討していた

だきたいと思います。 
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 それでは最後の質問、単元４つ目の質問に入りま

す。 

 魅力あるまちづくりを進めるためには、文化や芸

術、観光活動などの分野での取り組みが必要です。

さまざまな施設を市民がいかに活用するかは、自立

した地域づくりのために重要となります。 

 施設の利用等について、申し込み方法、また駐車

場のこと、減免申請などのルールが、関係する市民

に対して十分に伝わっていないように感じますが、

ルールはどのような形で開示されているのでしょう

か。また、申し込み期間などの施設ごとに取り扱い

が異なる部分を見直す予定はありますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 公共施設の利用に関する情報

は、市のウエブサイトや各施設の窓口で開示してお

りまして、広報こさいにも一部掲載いたしておりま

す。 

 予約の申し込み期間につきましては、文化施設は

３カ月前、体育施設は２カ月前からという原則にな

っております。これは、施設の利用目的や対象とす

る利用層などを考え、公平で効率的な利用ができる

ように、他市の状況も踏まえ設定しているものであ

ります。 

 また公用の使用、または公共性が高く毎年定期的

に行われるような行事につきましては、事前に仮予

約も受け付けております。具体的な要望があれば、

これに関してはしゃくし定規でなく、柔軟な対応を

現実にいたしておりますので、かなり要望どおりの

ものができているのではないかと思っております。

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 今おっしゃいました柔軟な対

応というのは本当に必要なことだと思います。 

 ここでまた、市民の声について何点か確認させて

いただきたいと思います。 

 施設利用等の申し込みが先着順で利用されていま

すが、それは不公平なところがあるとの声がありま

す。働いていると思うように予約はできません。定

期的に予約を入れる団体が優先されてしまうルール

になっているようなところがあるのではないですか。

また、私たちも同じように市民活動を行っています

が、減免団体ではないし、減免団体になるための条

件はどうなっているのでしょうかなどの質問があり

ます。このような声をどう受けとめていけばよろし

いでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） この問題に関しましては、市

町によって政策が違うというよりも、その都度いつ

でも変更ができる問題ですので、その要望が出るた

びに、これでいいんだろうかということの検証がで

きますので、例えば例として、いつも奪い合いにな

っている施設があるときには、先着順ではなくて抽

せんでやるとか、あるいはくじ引きでやるとかいう

ような制度をもっているところも、現実に私は昔東

京にいたときに、テニスコートの予約は要望が殺到

するために土日に関しては抽せんになっていました。

参加したことがありますので、そういう幾つか人気

が殺到するものについて、先着順をやるべきだとい

うものがわかりましたら、先着順でなく抽せんにす

るとかいうことは柔軟に対応ができますので、具体

的に言っていただければ、かなり変更ができるもの

であり、年に１回しか変更できないとかそんなもの

ではありませんので、多数の意見に従い細かい変更

は可能かと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） それを次にお聞きしようかな

とは思っていたところです。よりよく利用してもら

うために抽せんを組み合わせるとかの工夫はできな

いかという、こういう点もお聞きしたかったところ

ですけれども、お答えをいただきましたのでそれで

よろしいかと思います。 

 特に施設の優先利用や定期利用について、明確で

開かれたルールに基づいて行われているのかどうか

だけ、ちょっと確認したいです。ルールがあるのか

どうか。 

○議長（二橋益良） 暫時休憩といたします。 

午後１時42分 休憩 

───────────────── 

午後１時43分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を
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再開いたします。 

 では答弁、市長、お願いします。 

○市長（三上 元） 先着順をとっているところと

いうのは、現実にはほとんどない状態かと思います。

それからルールよりも早目に押さえると。先着順が

原則にはなっていますけれども、早目に押さえられ

て困る人が出るという問題はあるわけですが、何だ

もう埋まっちゃってたのというのは、例えばアメニ

ティプラザに１年前から受け付けているのは、バス

ケットボールの試合が年に１回だけ行われるんです

ね。これに関しては大集客をするということで宣伝

の期間もありますので、早目に内定をいたします。

そうするとその日に２カ月前に来て利用しようと思

った人から見ると、何だ先にバスケットに押さえら

れちゃったんじゃないかというふうに思うかもしれ

ませんが、そのときにはこういう事情なのでこれは

優先をさせて押さえましたので御了承くださいとい

うときに、しようがないなと言えるような理由がち

ゃんとつけられるものに関して、事前に入れておる

と。これは別に市の主催でなくてもという形でちゃ

んと有料で減免もしてません。ちゃんとお金もしっ

かり払っていただけるところでも、大きな集客が行

われる大大会のようなものに関しては、減免の団体

かどうかというのも関係なく、事前に受け付けるけ

れども文句を言われたときに、苦情があったときに、

こういう利用だからという理由を述べて納得いただ

けるであろうというものを事前に受け付けている。

こういう形で運営いたしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ちょっと聞きましても、ちょ

っとわかりにくいことなんですけれども、例えば、

今私、具体的にどうかということよりも、先着順に

なっている、そういうルールがどうなのかとか、そ

れから今言いましたように、同じように市民活動を

やっているけれども、私たちの活動は減免ではなく、

減免団体もあるんだと。ではそのための条件は、減

免団体になれるための条件は何なんですかとか。そ

ういうふうな優先利用や定期的な利用について、だ

から定期的に利用するところはとりやすいわけです、

先着順ですから。けれども、働いていたり、何か都

合があったりすると、やはりとりにくいわけです。

そして、そういうルールが本当に明快にひかれて、

それについてそれに基づいて行われて、市民がそれ

をしっかりとわかっているのか、市民に伝わってい

るのかというところのことを聞いているんですね。

そしてもう一度確認させていただきたいんですけど

も、施設の利用について、関係する市民や企業に対

して、公平や公正に門戸が開かれているかとか、透

明性があるか否かを確認するということを私はここ

で言いたいんですね。施設ごと、全施設ごとに一度

おやりになって、気持ちはありませんかということ

なんですね。このような市民の声が上がっているの

で、市役所側からもう一度確認していく、検証して

いく、そういう作業こそやはりサービスではないか

と思うんですね。どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） まず、市民の多くの人が、例

えばある施設を利用しようと思ったときに、その何

カ月前から受け付けることができるのかということ

に関して、知りにくい形になってるのかといえば、

大変知りやすい形になってると思いますので、これ

は例えば市民会館、現在６カ月前からという形にな

ってるんですが、昔、何年か前は３カ月前になって

いたと思います。それは延ばしてもらいました。そ

ういう要望があって、市民会館100人や1,000人集め

るんだと。1,000人集めるためには宣伝の期間が必

要だから、３カ月前では遅過ぎると。あるいは有名

な講師を呼ぼうとしたときに、３カ月前では呼べな

いということの要望を受けて、６カ月前にこれ変更

してるんですね。というふうに要望があれば、その

都度この施設は変更しようということは柔軟にやっ

ているということ。 

 それから何カ月前の申し込みかの原則というもの

に関しては、いつでも電話一本ですぐわかるという

状況になっていますので、透明性に関してのおかし

いなと、なかなかわからないということはありませ

ん。多分、先着順が一番、申し込んだらもう埋まっ

ていたという点の不満が多いのではないかなと私は

推測するわけですが、その場合、申し込みが殺到す

るであろうというようなことで、あらかじめそれが
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予測されるということが明らかな場合には、抽せん

をするということを取り入れることについては一向

に否定するものではありません。 

 そして先ほどの繰り返しになりますが、３カ月前

となってるのに申し込みしたらこの日埋まってるじ

ゃないのということについては、事前予約を受け付

ける例外はこういう事情だからということを言えば

御納得いただけるであろうというものについて承っ

ていると。こういう形ですので、現在私どものとこ

ろには大きな不満という形は来ておりませんで、変

更してくださいという要望はそれぞれ来ます。その

変更してくださいという要望に関しては、かなり柔

軟に対応しているという回答をさせていただきます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 質問の途中ではございますけ

ども、施設は数多くあるもんですから、それぞれい

ろいろあると思います。ですから、そこら辺も考慮

して御質問していただければと思います。福永桂子

さん。 

○１番（福永桂子） わかりました。そういう形で

市民にわかりやすく伝えていただきたいと思います。

先着順であったりとか、減免団体になるにはどうし

たらよいのかとか、そして押さえられてしまってる

からもうだめなんだと思って諦めてしまう人たちと

か、いろいろいるわけです。 

 れんが館は３カ月前だけれども、ほかの施設、公

民館などは６カ月前から押さえられるとか、いろい

ろ違っているわけですので、そういうルールを本当

に一度、本当に市民にとって一番使いやすいのかと

いうことを検証していただきたいなというのが趣旨

でございます。 

 先ほども述べましたように、湖西市は市民協働ま

ちづくりの発展のために掲げています。その推進の

ためには場所の確保は重要な要素であります。施設

の利用者がふえることは、まちづくりの発展と深く

結びついています。使用頻度が高まれば、利用した

い人を公平に公正に扱って、ルールを明示しなけれ

ば、信頼を失ったり、不満が高まります。サービス

の提供に不可欠の三要件のゼロベース検証をぜひ前

向きに行っていただきたいなと思うのが私でござい

ます。 

 最後になりますが、市役所の存続が市民の税金に

よって保障されている以上、市役所は究極の公的な

サービス業であります。湖西市の発展と市民や企業

の福祉の向上を念頭に置いていただきまして、市民

の皆様に信頼され喜ばれる存在として、最大限に努

力をしていただきたいことを、市民を代表して述べ

させていただき、これで私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、１番 福永桂子さん

の一般質問を終わります。 

 それではここで暫時休憩といたします。再開は２

時５分といたします。 

午後１時52分 休憩 

───────────────── 

午後２時04分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 最後の質問になります。次に、４番 高柳達弥君

の発言を許します。４番 高柳達弥君。 

  〔４番 高柳達弥登壇〕 

○４番（高柳達弥） ４番 高柳達弥。最後の一般

質問をさせていただきます。質問は２問です。 

 最初に、行財政改革の進捗状況について質問をい

たします。 

 質問しようとする背景や経緯。旧湖西市と旧新居

町が合併し、新湖西市としてスタートして６年にな

ります。その翌年より、目指す市の将来像を、市民

協働でつくる市民が誇れる湖西市として、新・湖西

市総合計画のもと、未来を担う人をつくり、湖西ブ

ランドのものをつくり、自然や身の回りの生活環境

を向上させることを目指して５年になります。 

 合併すれば住民の利便性や住民サービスが向上し、

広域的視点に立ったまちづくりができる、行財政の

改革や効率化が図られるとして合併して６年になり

ます。そこで、これまでの行政施策、財政の運営状

況を検証し、少子高齢化対策、人口減少社会に立ち

向かう施策を展開していくことが重要と考えます。 

 質問の目的。市の将来像、市民が誇れる湖西市実

現のための、合併の効果と行財政改革の取り組み成
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果を伺う。 

 質問事項１といたしまして、合併して新・総合計

画のもと、市の将来像を市長としてどのように描き、

そして行政施策の具体的推進や健全な財政運営のた

めの財源確保について、改革改善の推進についての

現在までの取り組み成果はどうか。 

 旧新居町民は、合併してばかを見たと。また旧湖

西市民は、新居ばかりやっていると。そういう声が

ございます。そこで、合併の効果は上がっているの

かいないのか。市長としての評価、課題などについ

て見解を伺います。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いします。市長、

登壇してお願いします。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 現在の新・湖西市総合計画は、

合併基本計画を受け継ぎ、総合計画に重要施策とし

ての位置づけをしておりますので、事業の成果はイ

コール合併の効果であると捉えております。 

 これらの重要施策を進めるための主要な事業であ

る実施計画は、事務事業の評価と合わせ、毎年度見

直しながら、着実な事業の推進を図っているところ

であります。 

 具体的な成果を申し上げますと、公共事業の利用

などサービスの選択肢がふえるとともに、施設の合

理化を進めることが可能となりました。下水道整備

においても、処理区を２カ所に集約し、白須賀坂下

地区を新居処理区へ変更するなど整備コストの削減

ができました。行政運営面においては、特別職の削

減や効率的な人員配置等に伴い人件費コストが削減

されております。また、一部事務組合を解散し一元

的な事務処理のもと、病院や消防の分野では意思決

定の迅速化が図られました。ハード面では新所原駅

周辺まちづくり事業や新居体育館の新設などが挙げ

られます。一方で一部の事業が進んでいない現状も

ありますが、これまではおおむねそれぞれの地域に

多少の不満はあっても、まず順調といえるのではな

いかと評価いたしております。以上で答弁とさせて

いただきます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 市長はそういうこと言われま

すけどが、実際に新居町民、湖西市民の皆さんは、

それほどこれ合併してよいまちになってきたとかと

いう感じというんですか、そういうのは感じてない

ということで、市長の自己満足というか、市長と市

民との意識の感覚にずれがあるんではないかなとそ

んなふうに感じております。 

 それでは次に、２番目の効率的で効果的な行財政

運営について、これまでの取り組み成果は。合併に

より住民の利便性、サービス性の向上、行財政の効

率化などが期待されたが、これまでどのような取り

組みがなされ、効果がどのようであったかというこ

とをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（飯田勝義） お答えします。合併に伴

う効率化と成果につきましては、先ほど市長から申

し上げましたので、私からはそれ以外のところをお

答えいたします。 

 平成25年度に行財政改革大綱及び行財政改革アク

ションプランを策定し、全部署で行政経営の視点を

もって効率的で効果的な行財政運営に取り組んでお

ります。 

 平成26年度の進捗状況では、ひとり１改善運動の

推進、事務事業評価の改善、人事評価制度の運用、

中期財政計画の作成、ごみ処理コストの縮減など、

42項目のうち83％に当たる35項目において目標を達

成することができました。 

 平成25年度と26年度の２年間の累計で、およそ２

億5,000万円の財政効果がございました。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。事

務事業評価、行政評価、行革アクションプランの評

価では、住民の利便性、サービスの向上の評価は着

実に上がっていると、高評価であると思います。し

かし、市民は本当に利便性が上がりサービスが向上

したと受け取っているかどうか、検証の必要がある

のではないかなとそんなふうに思います。事務事業

は細かく、実施成果は自己採点となっておるという

ことで、甘くなる傾向になるので、評価方法は検討

が必要ではないかなとそんなふうに感じております。 
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 では次、３番目に行きます。 

 ３番目、行政組織の見直し等の実施はどうかとい

うことで、施策に合わせた人員配置はどうか。必要

な部署に適材適所の配置ができるか。先輩議員の質

問にもありました職員配置について、必要な部署に

なぜ人員が配置できないのか。職員が減らし過ぎで

ないか。現人員の中で施策に合わせた選択と集中で、

市長の判断で湖西市の必要な事業を達成するための

人員配置ができないのかということでございます。

その質問をいたします。 

○議長（二橋益良） では答弁お願いします。市長。 

○市長（三上 元） 行政組織の問題でありますが、

これまでも社会情勢の変化や行政課題に対し、効率

的、効果的に対応できるよう、毎年度事務事業を見

直し、執行体制や機構を少しずつ見直してきており

ます。 

 大きな組織改編は、頻繁に行うべきではないと考

えております。新たな行政課題ができましたときに

は、分掌事務や人員配置につきましては、弾力的に

大胆に、時々は見直すべきだと考えております。 

 必要な部署に必要な人員を配置すべきである、そ

う思えないという感想かもしれませんが、人員の配

置と何をどの部署が行うかという点に関しては、毎

年相当な議論を重ね、総務人事部門からの提案を受

けて、議論の末に人員配置がこれでよいのかどうか

を毎年検証いたしております。 

 25年度には、危機管理課を強化し、幼児教育課を

新設いたしました。28年度は公共施設マネジメント

推進室及び支所の見直しなどを今考慮している段階

でございます。 

 今後も市長といたしましては、組織全体に目を配

り、全体の組織が偏ることないような形で人員配置

や人材の配置を努力したいと考えております。以上

で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） ちょっと言葉が間違えたとい

うか、言い回しがよくなかったと思います。 

 ことしは支所業務の見直しも行っております。以

上です。来年度に向けて支所業務の見直しも行って

おります。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 全体、庁内の配置というんで

すか、バランスを見た人事配置ということですけど

が、やはり先輩議員にもありましたように、湖西市

がどのように活性化して産業によって税金が集まっ

てきて、湖西市がもっと発展していくというために

は、そういうところにある程度集中的な人材配置す

るとかいうことは必要ではないかなと思います。 

 新居町の職員も湖西市に来て合わさって、退職し

た人もいますけどが、そのときに例えば住民課なら

住民課でも同じような職部がこういうふうなことや

ってこちらへ来たということで、その人はある程度

の余裕が出ると。そういうのでそういう人たちもこ

ういうふうに全体で動かす中でそういう必要なとこ

ろへ回すというような形で、退職してる人もおりま

すけどが、そういうふうな形である程度集中してそ

ういう事業、湖西市としてやらなければならない事

業箇所についてはそういう人員を配置する必要があ

るんではないかなと、そんなふうに思いますけど、

どうですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） おっしゃることは全くそのと

おりだと思います。そういう視点のもとに、今配置

されている人材でありますが、ある部門を重視して

いる議員さんから見ると、その議員さんの重視して

いる部門は足りないという形で、議員さんそれぞれ

は不満があるかもしれませんが、多分自分の関心の

ある部門を強化してくれというのは誰でも同じなん

ですね。そこで全体を見た中でどう配置するか。こ

れは大変悩ましい毎年の仕事でございます。以上で

あります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 今、職員の、私のいうことで

すけどが、そうではなくて、市長さんが賀詞交歓会

のときもあったですけどが、企業の皆さんがこうい

うことで一生懸命働いていただいたので税金を納め

ていただいて湖西市も何とかやってますよというこ

とで、これからも工業に力を入れていきますよとい

うようなことを言ったならば、やはりその体制をと

っていくべきではないですか。私がそういうあれじ
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ゃなくて、そういうあれで個人的というかそういう

ことで言ってるわけじゃなくて、市長がそういう方

針でやるということで言ってる以上は、そういう配

置をすべきではないかなとそのように思いますけど

が。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 全くそのとおりでありますが、

優秀な人材を必要なところに配置し、それが効果を

上げるようにしているつもりでございます。以上で

あります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 時間がなくなりますので、次

に移ります。 

 ４番の歳入確保のための施策はどうかということ

で、これまで税収が厳しい中、年々自主財源額が下

がっている状況でありますが、長期的には企業の工

場誘致とか市長の言ってる研究所を持ってくるとか

ということや、新産業施策による企業の活性化など

により、税収を図る必要があるが、歳入確保の施策

をどう進めるか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本英俊） それでは財政の質問でご

ざいますので、私のほうから答弁させていただきま

す。 

 今後の歳入ということで答弁させていただきます。 

 私のほうから何度も発言をさせていただいており

ますが、今後普通交付税の減や法人税割の税率の引

き下げ、国の政策による国庫支出金の縮減等による

減収が見込まれております。大変厳しい状況となる

ことが予測されております。 

 こうしたことから、予算編成に当たっての基本的

な考え方は、あらゆる税外収入の可能性を探り、歳

入確保に積極的に努めることとしています。 

 一例を申し上げますと、根幹である市税について

は、徴収率アップのため、コンビニ収納の導入、使

用料・手数料については見直しの検討、そして寄附

金については平成25年１月から新所原駅周辺整備事

業に対する寄附をお願いし、現在１億8,800万円余

の金額となっております。また、今年度４月から推

進しておりますふるさと納税制度による寄附金額は、

６億円を超えるものとなっております。これらは既

に結果を出しております。今後もさらなる拡大を目

指して頑張っているところであります。 

 また、長期的な財源確保の施策として、現在、国

主導で行われている地方創生事業への積極的な取り

組みや、従前からの企業立地促進事業を推進するこ

とにより、産業振興と雇用機会の拡大を図ることで、

減少する人口の対応策に努めてまいりたいと思いま

す。 

 いずれにいたしましても、国の政策によるものが

重点となりますので、国や県の補助制度も含めた情

報を敏感、的確に察知し対応していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 模範的な回答、ありがとうご

ざいました。 

 次には５番、歳出削減の取り組みの成果をお伺い

いたします。歳出削減には行革アクションプラン等

に成果の状況が見られますが、削減方法に改善が必

要と考えます。歳出の一律カット、補助金・交付金

など、方法、目的、効果などの配慮なく、削減あり

きの安易な削減カットは見直すべきであると思いま

すが、それにつきましてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本英俊） 少し歳出削減の取り組み

の成果はの前に、今議員の一律カットは云々という

くだりなんですが、現在は削減ありきのような歳出

の一律カットは実施しておりません。現在は実績に

よる決算額や前年度の予算額等を検証し、事業ごと

に算出した基準額を各課に示しております。また補

助金等につきましても、昨年度作成した補助金ガイ

ドラインに沿って見直しをすることとしております。

しかしながら、内容によっては削減をするものもあ

ります。その際は十分かつ慎重な検討の上、削減し

ていくこととしております。 

 それでは歳出削減の取り組みの成果はのほうを御

答弁させていただきます。 

 歳出削減は予算編成の時点から始まりますので、

まず職員には、歳入に見合った歳出構造を意識し削

減に努めるよう指示をしてまいりました。削減の手
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法として、事業に優先順位をつけ、めり張りをつけ

ることや費用対効果を見きわめた上での民間委託や

民営化の推進を図ること。補助金等については内容

の精査に努めること。そして事務事業評価の活用も

その一つであります。 

 そうした中で、財政運営として削減の際に核とな

るものが中期財政計画であります。計画に沿って毎

年実施計画を見直すことで毎年度の経常的経費や投

資的経費の内訳が精度を増し、その年に合った適正

な予算配分が可能となりました。 

 それが数値によってもあらわれ、財政構造の硬直

化を示す経営収支比率が、平成23年度決算時には

88.2％と高くなっておりましたが、昨年度の決算で

は81.7％まで下げることができ、財政に弾力性を持

たすことができました。これも成果の一つといえま

す。 

 今後もこの数値を維持できるよう、計画的に財政

運営を行ってまいります。以上で答弁とさせていた

だきます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 交付金等のカットについてで

ございますが、以前、先輩議員が質問しておりまし

たが、補助や交付する経緯、意義またはそれぞれ目

的があって貴重な税金から補助金・交付金が支払わ

れているということは今先ほどお話があったとおり

でございますが、行政が実施すべきであること、ま

た行政が実施するには非効率な業務もあります。こ

れらにつきまして、市民協働、市民のために引き受

けているいろいろな団体があります。このような団

体に財政の悪化を理由に一方的に補助金・交付金を

カットするということはいかがなものかと思います。 

 こういうことが過去にありました。こういう動き

を心配して先輩議員が質問したと思いますが、先ほ

ども言いました理由などは、市民協働を進める市の

姿勢に逆行するので、市長はしっかりチェックして

いただきたいと思います。反面、見直すべき補助金

もあると思いますので、これはしっかり見直してい

ただくようにお願いしたいなとそんなふうに思いま

す。 

 それでは次に６番行きます。 

 財政の効果的な運営成果は。健全財政は財政運営

の基本的な原則で、一つ、収支の健康、二つ、適正

な行政水準の確保、三つ、財政構造の弾力性の確保、

四、財政運営の効率化など守るようなことに留意し

財政運営はしておるかということでございます。お

伺いいたします。 

○議長（二橋益良） ここで申し上げます。発言者

以外の方、静かにお願いしたいと思います。 

 それでは答弁お願いします。副市長。 

○副市長（丸谷由行） 限られた財源におきまして、

財政の効果的な運営というのは行政運営の中で必須

でございます。そこで、その成果はというご質問で

ございますが、先ほどの総務部長の答弁でも申し上

げましたけれども、中期財政計画に基づき計画的な

財政運営をすることによって、翌年度以降の財源を

効果的に活用することができ、毎年度行っている実

施計画見直し業務に役立てているところでございま

す。 

 計画に沿って財源を活用することで、市の預貯金

ともいえる年度間の財源不足を調整する財政調整基

金に反映することができ、ここ数年は合併時から減

り続けていた残高が改善され、今年度末には基金残

高が目標としていた標準財政規模の10％を超える

13％になると予想しております。 

 この金額は、翌年度以降、予定のできる財源とし

て計画に盛り込んでいきます。また、その他の特定

目的基金にも同様なことがいえると思っております。 

 このような結果が、財政の健全化を判断する指標、

実質公債費比率や将来負担比率を徐々に減少させて

おり、効果的な運営方法の成果が数値によってもあ

らわれているところでございます。 

 しかし、今後予定されている国の政策による歳入

財源の減少や、歳出面での、個別には病院への繰出

金、また、ふえ続ける公共下水道事業の公債費等の

マイナス要因が多々ございます。こういうことも実

情でございますので、数値的な改善はなされてきて

おりますけれども、決して市の財政に余裕がある状

態であるとは申し上げることはできません。 

 今後もあらゆる状況に注視しながら、健全な財政

運営に努めてまいりたいと思います。以上、答弁と
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させていただきます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。市

の行財政改革審議会での行革プランの審議での評価

や総務省方式改定モデルの財務処理では、厳しい財

政の中でやりくりして健全財政が維持されているこ

とが評価されておりますが、これは財政当局の御苦

労によるものということで敬意を表したいと思いま

す。 

 社会資本形成割合ベースでの目的別行政コストの

うち、生活インフラ、国土保全コストの投入額が

年々減っている点などは投資的経費の増額というこ

とで配慮をお願いしたいなとそんなふうに思います

が、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 副市長。 

○副市長（丸谷由行） 私どもも投資的経費、これ

を積極的につぎ込みまして、昨日、議員からの御指

摘もございましたが、いろんな例えば道路の改修等

進めていきたいところではございます。ただ、公債

費残高、これの維持、これがふえていきますと、何

にも政策的に使えない公債費そのものが今20億ぐら

いございますけれども、それがふえて、かえって首

を絞めてしまうというところで、そのバランスをと

りながら公共投資については考えていきたいと思っ

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。きのうですか、

説明にもありましたように投資的経費もほかと比べ

れば高いというようなことで聞いておりますけどが、

そういうことで限られた予算の中で十分な費用を投

資的経費のほうに充てておるというような説明もご

ざいましたけどが、やはり予算も建設費やなんか見

ますと、調査とか測量とか設計ということで、実際

に工事ですね、そちらのほうへ整備のほうへ回って

ないんではないかなということで、また、建設工事

なんかも途中で中断してるようなところもあるとい

う形で、何とかそういう形でそういうのをなくすよ

うな形でやはり投資のほうへお金のほうを回してい

ただくような形でやっていただきたいなということ

で、これもやはり市長が予算全体の中を見て握って

おるわけですから、やはりそういうところは必要な

ところは集中的に投資していただいて、早く道路等

も整備できるような形に努力していただきたいなと

そんなふうに思いますけどが、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 副市長。 

○副市長（丸谷由行） 議員から私どもにいろいろ

と応援という形で、また市民からの希望もあるとい

うことでお話がございました。 

 ことしの28年度の予算、これをごらんいただきま

すと、27年度では投資的経費19億、28年度では27億

ということで、やはりその年その年に必要な事業、

それにかかる経費、それを先ほど申しましたように

公債費残高等を見比べながらやらせていただいてる

ところでございまして、やはり今まで行っている投

資的経費の執行、これはある程度基準、水準を保ち

ながら、その年年に必要となるもの、これが皆増に

なったり皆減になったりというところで、山谷がで

きるというところを御理解いただきたいと思います。

以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 財政の厳しい懐ぐあいがよく

わかります。よろしくお願いいたします。 

 それではこの１番の最後になりますけどが、今ま

で。 

○議長（二橋益良） 主題２のほうですね。 

○４番（高柳達弥） まだちょっと。 

○議長（二橋益良） 今の質問を継続しますか。 

○４番（高柳達弥） いいです。次にちょっとお話

しさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 次の質問ですか。それとも今

の質問。 

○４番（高柳達弥） 今のです。今のに続きまして

少し最後に、終わりに当たりまして、少し。 

 今まで病院など行政の滞りということなどにつき

まして、一般質問での回答を聞いてきました。先輩

議員の質問もありましたが、それを聞きまして、や

はり職員は非常に優秀でありますし、それで勉強も

してると。そういうことで、その職員の力を引き出

して活用するような形にしていただきたいと。そう

いうことを感じました。ということで、庁内の関係



２０８ 

部署間の連携が密でなかったと。また職員と市長と

の意思疎通が十分でないため、事前の情報など判断

が少なく、市長の決断がおくれたのではないかと思

われます。 

 そういうことでこういうようなことが起きたんで

はないかと。そういうことで、ガバナンスが働かな

かった延長線上に湖西病院または市民会館などの問

題が起こったんではないかと考えます。今後、市長

の責任は市民の注目するところとなると思います。 

 それから話は違いますが、ことしの正月はちょっ

と空が雪もちらつくような寒いときでございました

が、道路を掘り起こして漏水を一日かけて修理して

いる、そういう職員もいます。本当に頭が下がると

思います。市長はこういう職員もいると認識して、

しっかりした行政のかじ取りをお願いしたいと思い

ます。 

 それでは質問２に移りたいと思います。 

○議長（二橋益良） 主題の２のほうですね。どう

ぞ。 

○４番（高柳達弥） 健康・福祉施策推進のための

体制整備について。 

 質問しようとする背景や経緯。本格的な人口減少

社会を迎える中、少子高齢化に伴う社会保障施策の

推進、実行が急務であります。新・湖西市総合計画

でのまちの姿７つの柱は、健康づくり、疾病予防、

地域医療、児童福祉、障害者（児）福祉、高齢者福

祉を総合的にまた同時進行で進められています。こ

の流れを一層強化するため、湖西市まち・ひと・し

ごと創生により、好循環による福祉の充実したまち

づくりを進めるとあります。 

 質問の目的。市の健康・福祉部門において、人口

減少、少子高齢化の施策を着実、効果的に進めるた

めに、質問事項１、新・湖西市総合計画の福祉政策

の推進はもとより、法律を根拠にしたさまざまな計

画には、地域福祉計画、障害者計画、子ども・子育

て支援プラン、高齢者プランなど、多くの計画をつ

くり、そして実行しているということです。そこへ、

まち・ひと・しごと創生総合戦略を５年間で進める

ということで、大変な作業量になると考えます。 

 そのためには現在の健康・福祉部門、おぼとのと

こですけどが、組織体制の整備が必要であると考え

ます。そういうことで、あそこには４課がございま

すけどが、しかし健康増進一つをとりましても、あ

とほかの課に子育て支援、長寿、地域福祉とか、そ

ういうことで健康・福祉部門が全部連携して仕事が

進んでいくというような形になると思いますので、

その連携体制というんですか、そういうのをやはり

整備していただきたいなということで、今だと課だ

けでこういう縦割りのような形になってることにつ

いてをある程度連携して一つの事業として進めるよ

うな形の組織体制というものを構築していっていた

だきたいなとそんなふうに思っておりますが、よろ

しくお願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 健康福祉部門では、

福祉を取り巻くさまざまな制度改正において、７つ

の計画、地域福祉計画、障害者計画、障害福祉計画、

子ども・子育て支援事業計画、こさい高齢者プラン、

健康増進計画、そして食育推進計画の策定のもとで

事業を実施しております。新たに総合戦略にかかる

業務がふえてはおりますが、ほとんど従前の事業の

組みかえの中で行っている事業であります。 

 なお、組織体制の整備につきましては、25年度に

地域福祉課の社会係を庶務総括部署として総務福祉

係に名称変更いたしました。また、来年度につきま

しては、健康増進課の健康管理係を守りから攻めの

事業展開を目指すため、健康政策係に名称を変更す

る予定となっております。今後も業務への取り組み

姿勢の意識改革を図るため、組織体制の整備を行っ

てまいりたいと考えております。 

 それから最後に、高柳議員が言われたように連携

してという問題でございますが、こういう問題があ

りまして見守りの例えばネットワーク体制というこ

とにおきましては、高齢者から障害者、そして子供

という問題がございますので、この中に社会福祉協

議会を入れた中で、３課及び社会福祉協議会を入れ

た４つの部署で連携体制の強化という打ち合わせを

例年とっております。また、27年度から実施しまし

たコーちゃん健康マイレージ事業におきましても、

健康と介護、そして保健部門の共同により実施した



２０９ 

事業ということで、これも連携を強化して一体でや

るという方向で進んでおります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。健康・福祉部

門で、まち・ひと・しごと創生事業ということでや

るという形になりますと、先ほど言った、今おぼと

にあります４課がそれぞれその仕事をやる形になり

ますけどが、例えばその部門で統括するというか、

調整するというか、そういうのは、今部長がやられ

てるもんでいいですけどが、やはり部長だけでなく

て、ある程度その課をある程度４つを統括するとい

うか、政策課というか、政策立案係とか、そういう

のに基づいてやっていくというか、そういう形が必

要でないと、全体的に、総合的な調整は部長がやる

としても、この４つの課の政策を人がある程度まと

めて進めていくというような形のは、今のところな

いもんで、縦割りで進めてて、総括的に部長が統括

してるというような感じですけどが、やはりそうい

うこの４課の中を一つに調節する課みたいな形で、

そのもとに動いていくというような形が、ほかのと

こ、私も視察するところ行かせてもらいましたけど

が、そういう形もとっておるという形で、やはりこ

れだとその課ごとにばらばらなあれに進んでしまう

ような形がするもんで、特にこのまち・ひと・しご

と創生については、これもみんなが合体してやらな

いと進んでいかないというとこがあると、その調整

はどうなるのかということだと思いますけどが、そ

の点どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 先ほどと同じような

説明になりますが、見守りネットワーク事業ですと

当初は長寿のところでやるのが通常でしたが、今は

先ほど言った４つの部署で、どこが中心になってい

るかというと、総務福祉係ということで地域福祉課

の名前を変えたということで、地域福祉課を中心に

やっていただいてます。 

 それと健康マイレージにつきましても、健康増進

課が中心になってやっていただくというような形で

方向を示しておりますので、そういう問題、今後起

きないかなと思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。では、よろし

くお願いいたします。 

 では次に２番目の、福祉部門には社会福祉士や介

護福祉士、また主任介護支援専門員など、資格を有

する専門職員でなければ施策立案、計画実行、現場

対応など、行き届かないと考えますが、職員育成や

専門職員の採用などはどうかということでお伺いい

たします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 福祉部門におけます

社会福祉士の担う役割は増大しておりまして、来年

度28年度には１人の採用を予定しております。多様

化・複雑化するニーズに的確に対応するためには、

今後とも計画的に採用する必要があると考えており

ます。 

 また、保健師の人材育成としましては、毎年、県

主催の研修に参加させていただき、その情報をもと

にＯＪＴ研修を実施し、資質の向上を図っていると

ころでございます。 

 専門職の能力を十分に発揮しながらも、全体の業

務を把握していただける職員を育て、現状の課題を

的確に捉え取り組んでいくことのできる有能な人材

の確保を今後も目指してまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） これも視察に行って感じたこ

とでございまして、やはりそこへ行ったときに、湖

西市の場合と比較しますと、やはりそこら辺の、湖

西市には人材がいないのではないかなという形の中

で、やはり私たちが行ってもそういう人たちが現場

のこうなってるよという本当の細かい説明までして

いただいて、もう何年もやってられてということで、

そういう他のこういう団体に行っても対等に話がで

きるような、そういうようなスキルというか、そう

いうのを持っててやってますけどが、こっちのほう

でもないことはないですけどが、そういう人が少な

いんではないかなと。 

 それから、そういう中で、課の中でもやはり管理

職のような、管理職になる人たちが、こういう資格
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を、先ほど言いました資格を持ってて、いろいろ現

場と当たってたりなんかして、それでいろいろ課の

中で指導しているというような形で、本当に専門家

というか、そんな形で進めてて、本当によく施策と

いうか、いろいろ進められておって、そういう管理

職のもとにいろんな対応してると。政策も練ったり、

立案もして、それで指導してると。それは資格持っ

てるからいろんなことわかりますよね。そういう形

で対応しているということが受け取られましたけど

が、湖西市の場合は、２年か３年で異動してしまう

ということだと、やはり対外的に言っても、そんな

のまた、いろいろ真剣な話したって二、三年たった

らかわるだでというような形になってしまって、本

当の実のあるいろんな施策をもっていけないという

形がありますので、そこら辺も先ほどの話とあわせ

て対応をお願いしたいなとそんなふうに思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 今言われたように、

専門職につきましては、特に年齢を問わず、器量と

いうのはやる気と能力ということですが、器量ある

職員を生かす体制づくりを整えていくことが必要だ

と思ってますので、そういうことを今後人事を含め、

福祉の分は対応させていただきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。 

 最後になります。３番でございますが。 

○議長（二橋益良） 最後の質問お願いします。 

○４番（高柳達弥） 公表されている事務事業評価

ということでネットでもこういうふうにありますが、

こういう事務事業評価がございますけどが、これで

実際にこの事務事業評価の対象件数というか、数は、

これを見ますと細かく言えば421件あると。400件も

ありますけどが、そのうち見ていきますと、この健

康・福祉部門では100件余りあるということで、４

分の１を担当してるということで、本当に細かい事

務事業のあれが載っておりますけどが、これは先ほ

ど言った課の中でいろいろ錯綜した中でこの事務事

業をやられてるということで、それで見ますと、ほ

とんどＡ評価ということで、すごく評価はいいとい

うような形になっておりますけど、これどうかと思

いますけどが、これの内容について、この事務事業

量というの、こういうのもある程度見直して減らし

ていくべきではないかなと。これだともう、こうい

うのに捉われてしまって、仕事できなくなってしま

うんではないかなという形もあって、十分な評価も

得てるもんですから、ちょっと減らしてもいいんで

はないかなとそんなふうに思いますので、Ａ評価な

んかほとんどやる必要ないんではないかなというこ

とで、こういう内容を見直していくべきではないか

なと。余分な仕事はせずに、本当の実業のほうへ取

り組むような形のほうも考えていただきたいなとそ

んなふうに思いますけどが、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高柳益彦） 現在の事務事業は、

事業評価をした中で継続を決めたものであります。

急激な少子化、高齢化において、切れ目ない支援の

充実が求められることから、なかなか健康・福祉部

門の業務は一度実施した事業を少なくするのは大変

難しいということは御理解いただきたいと思います。 

 業務の多様化・複雑化により、専門性を要する事

業も多く、市民へのサービス提供を重視し、健康福

祉に精通した少数精鋭の人材確保の中で今後も連携

を強化し対応してまいりたいと考えております。 

 なお、27年度、28年度の予算説明会の場でも説明

をさせていただきましたが、私のほうから統合とい

う言葉を出したと思います。事業の統合をそのよう

に図っておりますので、今後の事務事業件数は減少

してまいるような状況でございます。以上でありま

す。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。こ

の中でも、この事務事業評価によって次年度のいろ

いろ事業をこれで見直した中で事業を構築していく

というような形でやってるということで、本当に役

に立ってる評価表だと思いますので、今言われたよ

うに見直していただいて進めていただきたいなとそ

んなふうに思います。 

 最後になりますが、本当に健康福祉部長の回答い

ただきましてありがとうございます。これが最後に
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なるかと思いますけど、本当にお疲れさまでした。

ありがとうございました。では質問を終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、４番 高柳達弥君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、３月定例会に予定しておりま

した３日間の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後２時54分 散会 

───────────────── 

 

 


